
◇重要 行に当たって

1 0月21日の衆参両院で行われた首班指名選挙において、 高市早菌

目由民主党総裁が第104代の内関総理大臣に指名され、初の女性総理

となった。24日の所信表明では「責任ある積極財政」を経済財政政策

の基本方針として、暮らしゃ未来への不安を希望に変え、強い経済をつ

くる決意を強調し、積極財政で所得を增やし、消費マインドを改書し、

事業収益が上がり、税率を上げなくても税収を增加させる通を示した。

最能で取り組む課題に物価高構を挙げ、「継続的に賃上げできる環

境を整えるl :とが政府の役割」としたところである。

また、高市総理は経済対策の策定を関使に指示し、11月21日の臨

時関識で、物価高対策や経済安全保t*強化に取り組む、i範tiltなどを含
む21兆3千億円の総合経済対策を決定した。「日本と日本人の底力で不

安を希望に変える」 と銘打ち、新総理の意気込みを示した。

一方、県政では、大并川和彦知事が3期目をスタートさせ、人口減少

社会をどう乗り越えていくかを常に考え、「挑戦」「スピード感」「選択と

集中」の基本姿勢のもと「活力があり、県民が日本一幸・1,tな県」を目指
すとした。

茨城県をifaさせるため他地域にない特長を創つていく「差別化」や、
将来の発展を見据えたインフラ設備への投資、多様な人材が活国できる

社会の実現に取り組み、「新しい茨城」づくりをさらに進化させ、加速し

ていくことを明らかにした。

現在、ウクライナやパレスチナの情勢、中国との関係、さらには米関

税措置の影響や円安などに伴う物価高購など、地;成径済や県民の生活に

大きな影91を及ばすとともに、日本の人口減少にいわゆる働き方改革が

加わり、多様な産業での人材不足がより深刻化している。また、世算各

地で大洪水や干ばつ、表林火災など白然災害がlit甚化 ・境発化しており、



カーポンーュートラル実現に向けた地球温暖化対策、 防災対策などの重

要課題が山積している。

こうした国内外の政洽・経済情第の課題認識は、本日、大并川知事に

提出した「令和8年度重要政策大a」の取りまとめにも表れている。
いばらき目民党政務調査会では8月4日に、産業の振興や医療・福祉

の充実、環境の保全、人材青成などに関わる10 0を超える各種団体と

の県政銀談会を開き、総務土木、防災環境産業、保健福祉医療、営業戦

略農林水産、文教警察の5部会に分かれ、団体の代表から要望や提言を

1自l9に、丁事に聴取した。その上で、各部会が政策大細に反映すべき項

日を抽出し、政謂会での協識を経て、本書に登載した (各団体からの県

政要望は、別冊「令和8年度茨城県政に対する要望書」に全て採録して

いる)。

併せて、各議員がこの間の各定例会での会派代表質問や一般質問で浮

き彫りにした県政課題も相羅している。その結果、今年の政策大綱は新

規項目42件、一部修正93件を含む総項日数2 . 6 4 4 件 と な った 。
新年度予算編成に当た,ては、 三度県民からの負託を受けた大井川県

政が、本書に盛り込まれた県民や地域産業界などの切実な声にスピード

感を持つて応えるよう強く求めるものである。県民各位には、施策の推

進などに当た ,てi'理解とご協力を切にお願い申し上げる次第である。
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◇!MI価高●対量及び人手不足対量について

央系の'Eaとなっている「物価高a対策」については、不
安定な国康情llや米国による関税措●などの影●によリ、集
民生活や集内の事業着に深刻な:日担がかかっていることから、
早急に対策を購じる必要がある。

また、 事業者の持iti可能性に大きな影●を与えかねない深
刻な「人手不足対策」も、量実に取り組んでいく必要がある。

このため、以下の項目について、特段の配!tをお願いしたい。

1 .  物価高●対策について

o現下の物価高を克服するためには、 物価上昇を上回るi上げが不

可欠であるa 一方、企業が生産性を向上し、収益力を強化するこ

とで、経営を安定化していくことが、簡的なi上げには不可欠

であることから、労働者の処通改善と企業の持続的な発展の両立

を図る対鏡を識じること。

oガソリン税、軽油引取税のl日暫定税率の廳止については、地方財

政に多大なWを及ばすことから、地方税収分の代普措置として、

恒久的な安定財演の確保を図るよう、我が会派と共に国に対して

強く働きかけを行うこと 。

o国の経済対策を踏まえ、 重設援地方交付金を活用するなどして、

生活者や中小企業・小規模事業者、農林水産業、21精・介護分野

などの事業者に対し、地域の実情に応じて、必要な支提を講じる

こ と 。

2. 人手不足対策について

o本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中、本県経済が持続

的に発展していくためには、女性や高船者の更なる活国はもとよ
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り、 外国人材を機極的に受け入れていくことが不可欠である。 -
方、不法就労など、ルールを守らない外国人に対しては、厳しい

措置を識じる必要がある。

今後、日本人と外国人が共存し、我が国の発展に資する「地

社会」を実現するには、外国人を安価な人手不足の労働力として

考えるのではなく、外国人にも日本人と同じ労働環境や処通を提

供していくことで、能力を十分に発輝し、安心して生活できる環

境を整えていく必要があることから、外国人の雇用環境の整備と

ともに、地域とのつながりの強化や相互理解といった生活環境の

整備を推進すること。

2-



「iTi◆n_- 11:l=
◇クマ被書の対〇10化に保るEa要●について

今年度、 全国各地において、 生活目にクマが出没し、 人身

被書が過精多の件数で発生しており、国民の生命及び安心・

安全が書かされる●大な事態となっている。

本県においては、本年6月2日に大子町高集地区内でツキ

ノワグマの目基情報があり、平成28年以来、約9年ぶりの

確題となった。

本県は、クマの恒常的な生息域ではないものの、今回の目

集情報を暗まえ、今後、クマがいっ出没しても速やかに対応

できるよう、  環内市町村と通ll集した住民等への注意典起や普
及9発に加え、クマを捕接できる人材のll保・青成などの対
策を強化していく必要がある。
このため、以下の項日について、特段の配aをお●いしたい。

1 .  ●内市町村及び降御'との事構について
o県内市町村と連携し、クマの出没に備えて、マニュアル整備や訓

練実施の取組を支援するとともに、クマが出没した際には、捕獲

に係る経費など、国の交付金を活用した財政支援を行うこと。

o大子町と降接する福島県棚倉町において、 ツキノワグマが捕獲さ

れた事案が発生していることを踏まえ、 クマ出没時における地域

住民の選難番導、現場周辺に対する立入規制、警戒活動、広報・

情報発信等による安全確保について、 勝接県との連携体制を構榮

する l : と。

2. クマ対策に保る人材確保について

o茨城県環友会と連携し、 緊急時に備えた捕獲者の登録・派遭体制

の整備や捕獲者育成のための講習会の充実などの取組を進めるl:

と 。
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o響察と連携し、 緊急時に響察によるライフル観を使用したクマの

駆除ができるよう備えるとともに、クマの駆除技能を有する警察

官の確保や機材の整備にも取り組んでいくこと。

o日治体が雇用するがバメントハンターなど、  クマ対策を担う人材

の確保に向けて、戰略的な人材青成及び確根を推進すること。

4-



最●要政量項目

◇安心、 いきいき、 eカい,ばいの新しい表城を日指す
と と もに、n書からのtiE ・a真を成しtt fる最●要
政量i日

1 . 安心、いきいき、魅力いっばいの新しい表城県を目指す
人ロit少がa速に進む中にあって、表城が「集民が日本一
幸せな果」となり、本集の理かしい未来を実現していくため、
県の総力を拳げて地方創生に取り組むとともに、 県民総活●
社会を見据えたiらしゃすい環境整備を進め、環民の表全安
b をa保して、本.!属発展に向けた施業のf実な推進を国る。
1 .  「新しい」 i ら しやすさ、  安全・安心をつくる

(1) 少子化・人口it!i;l的tの ll書 lit充
① 「日本一子どもを産み青てやすい県」の実現を県政の基本指計

とし、結婚・出産・子青ての希望が叶う社会づくりに向けて、

少子化対策を始め、県内に新たな安定した目用を創出していく

ための取り組み、仕事と子育ての両立を図れるような労働環境

の整備、社会の意識改革や働き方改革など、あらゆる分野の施

策で具体化を進め、 官民挙ifて取り組む。

oaきながら安心して子育てができるよう、放課後児重クラブ
や病児保育、夜間保青等の体制について更なる充実を図る。

o病児保青など保護者の多様なニーズに対応できるよう、制度

の充実を図るとともに周知m重を図る。
② 産婦人科・小児科の診療体制を整備するとともに、医療水準

の向上を図るため、医師をはじめとする医療従事者の養成・確

保を図る。

o地域医療介種総合確保基金を活用して、早期の医師確保と医

療体制の整備を図る。

③ 母体及び新生児の通配を安定して提供できるよう、N I O U

師 解 中 治 療 管 理 室 )  の整備を促進する。

〇 医療的ケアを必要とする子どもとその家族への支援体制や保

育所等での受入体制など環境の整備を推進する。
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⑤ 小児医藤量助成制度(マル福) の充実により、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図るとともに、独目の上乗せ事業を実施し

ている市町村の財政負担の輕減を検討する。

⑥ 子ども・子青て支授新制度実施のため、確実な財源を確保す

る o

(i) 待機児宣ゼロ水準を絶持するため、地域の実情に応じた保青

所や額定こども園などの受け皿の整備を進めるとともに、保育

士の処通改書を一Ji進めてその確保を図ることや、良質の保青

ができるような施策を行う。

③ 少子化の大きな要因である未婚化・院婚化・院産化に対応す

るため、各市町村の結婚交要事業の連携をはじめ、結婚・妊娠・

出産・子青てを通じて切れ日のない支援が包括的に提供される

一元的な体制・制度の構集や環境整備を図る。

※ ⑨ 令和4年4月から不妊治療に公的医療保険が適用され、経済

的負担が程滅されることになったが、対象は標準的な治療方法

のみである。そのため、先進医藤部分や混合診療などは全額自

己負担となってしまう結果、廃止された特定不妊治療助成制度

よりも経済的負担が增えるケースが想定される。また、市町村

においては独自に不妊治藤a助成を行っているところもあるこ
とから、市町村間の格差是正と不妊治療希望者の更なる負担軽

滅を図るため、県の助成制度の拡売を検討すること。

⑩ 首都目から若者を呼び込むため、市町村や県内企業等とも連

携し、オール茨城で、移住・二地域居住や関係人口の拡大等の

独自の取り組みを強力に推造するなど、U・ I・  J タ ー ン を 促

進する。官民一体での支授体制をつくる。
(D 全ての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動拠点
を確保するため、放課後児宣対策を推進し、 そのための環境整

備を行う。

〇 子育て家度の経済的負担、すなわち保育料や医療費、教青費

などのさらなる軽減策を実施することによって、茨城は「子青

てしゃすい県である 」 とアピールし、これにより 、出生数の増

- 6-



のみならず、 若い世代の定住と流入につなげる。

〇 野化対策として、「命をっないでいくことが大切である」と

いう認識を小学生の時から融成していけるよう、心の教青の充

実を図る。

〇 特に、家庭で子育てをする親に対して施設保育と同等に支援

する。

⑩ 子どものii困対策として、生活困窮家庭の子どもへの学習支
援などに取り組む。

0;10 表城県子どもを解から守る条例に基づき、児宣相談所の児
重福祉司等専門職について、 国の定める基準以上の配置に努め

るとともに、市町村、警察、医療機関、学校・保青所等と連携

し、地域全体で地能防止に取り組む。

(2) M 長 i 日 本一を日常す
① 健やかなライフサイクルの確立に向けた健康寿命の延伸につ

いては、 我々が主連して制定した 「表域県健康寿命日本一を目

指す条例」を踏まえ、健康政策に係るこれまでの書積を十分に

生かすとともに検証し、さらに、表城システムと言えるような

仕組みを機集し、新たな産期a造も見据えて取り組んでいく。
② 介捜をはじめとする社会福祉事業に対する人材の確保・育成

のため、現場職員の処通改善を図るとともに、経済情勢を適切

に反映した報酬や措置費単価の改定を国に対して働きかける。

o介護職員処遇改善加算の継続を国に働きかける。

③ 要介識度の維持・改善や戦員の人材育成・処通改書等に成果

を上げた介護保険事業者に対し、インセンティプ(成功報翻)

を与えることで、現場のモチベーションを高める異動金制度を

創設する。

;!i ④ 「人生10 0年時代」を誰もがすこやかに安心して基らせる

地域社会を目指していくため、県政の施策のあり方について、

全庁的議論を踏まえ、ピジョンを示すとともに、行政・地域・

県民が一丸となって健康寿命のさらなる延伸に向けた取組を推

進する。
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⑤ 長年にわた,て培われた高齢者の経験・知識・技術等を活か

し、長寿社会の中で活通を促進するため、高餘者の多様な就業

機会の確保に取り組んでいく。

⑥ I CT機器を活用した施設入居者の体調等の自動記録・ デ ー

タ化や事務:自担の軽減に向けたD Xの推進等を図るため、
I CT機器を含む介護テクノロジーの導入に係る補助金の助成

率引上げなど介護福祉施設における労働環境の改善を図る。

⑦ 認知症になっても安心して事らせる社会の実現を目指すため、

事例を積極的に紹介するなどして認知症に対する正しい知識と

解 の 理 に 努 め る 。

⑧ 高歸者は多くの知識や経験を持つ地域社会の財産であるl:と

から、長寿杜会における高t合者のさらなる活国を図るため、eス
ポーツを取り入れた施策の検討を行う。

(3) Ellaの世代が75tを111!,ll る 2 0 2 11 年間ll及び Eli:Iaジ,=ア
世代が高Ie化する 2 0 4 0 年間・を前提としたE家・福祉・介e
体制強化

① 人口減少や少子高歸化などの社会構造が急速に変化しており、

医療提供体制の再構集が必要な地域があることから、医療機関

の再編統合を推進する。なお、水戸保健医療目においては、県

が設置する水戸地域医療構想調整会識等を通じて公的医療機関

等も含めて今後の在り方を識論し、 県立病院と公的医療機関な

どの役割分担を整理した上で、将来にわた,て県央・県北を支

える医開体制の実現に向けて取り組む。

(2) 救急医療現場の〇つ追を回選するため、救急医療機関の適正

受修及び救急章の適正利用の1番発活動とともに、重常な患者へ

の適切な医療提供体制の整備を行うこと。特に深夜帯に救急患

者を診療する若手医師の負担が增えていることから、不公平感

の是正に加え、aき甲要を持,て救急医藤に携われるよう、動
務環境の改書に向けた支援を検討する。

③ 救急搬送における選定療養費の取組について、県民に対して

周知啓発を行うとともに、県において連用に間題が生じていな
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いかを把握し、 間題が生じた場合は違やかに関係者と協議を行

い、今後の円滑な通用につなげる。

④ 救急患者が通速に通切な処置が受けられるよう、消防救急指

令の県内一元化を進めるとともに息者を違やかに医療の管理下

に置くような体制整備に努める。

⑤ 医師確保計画に基一二Sき、若手医師の確保・定着を図るととも

に、政策医療を担う医藤機関を中心に医師の配置調整の取組を

推進し、医師の偏在是正を図る。

⑥ I CTを活用し、地域の中核的な医療機関相互の連携を図り、

茨城型遠隔医療モデルを構築することにより、医師不足を補完

する有効な手段とする。

(i) 訪問看護など看護師の役割の重要性に量み、看護師の增員と

實の向上を図る。准看護師養成校について、既存は当面維持し

つつも、新設は止め、(正)看護師養成に向けた誘導施策を講ず

る。

③ 医療(医師や看護師等)・福祉(介護職員等)の人材の青成強

化及び女性が活国できる環境整備として、 離職防止対策と再就

業支援の強化等を図る。

⑨ 厳器移描医療について、脳死下提供を含めた厳器提供数增加

のため、 着年目まで幅広い世代を対象として普及啓発活動に取

り組むとともに、移植コーディネータ一設置支援等の院内体制

整備支授、展器提供体制未整備病院から臓器提供体制整備病院

への患者搬送の連携支援など、 救急搬送時や医療現場において

購器提供の意思裁示を確認できる制度を機集し、県内医療機関

と連携し、 展器提供の機会を選さない円滑な厳器移描の体制整

備を支援する。

0;ib 高餘者の利用ニーズに応じた介護サービス基盤の整備や、介

護する家族への支授など介護離職ゼoの実現に向けた施策に取

り組む。

Ill) 本県独自に推造している地域ケアシステムの運用の中で善積

された ノ ウハ ウであ る 「 コーデ ィネー ト機能 」 の充実を図 りな
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がら、  高離者をはじめとする、 すべての要接護者に対し、適切

で質の高い医療・介護サービス等が切れ日なく提供される「茨

城型地域包括ケアシステム」の構集を推進する。

〇 医療機関や回復期病床からの受け入れ先となる介捜施設の状

況や在宅介護の実情、患者の心情など、現場の視点を路まえて

地域医療能を実現していく。

〇 額知症の予防と容態に応じた適時・適切な医療・介幾の提供

体制の構集を推進する。

o認知症の前段階である軽度認知障書対策の推進などにより、

認知症の発症や重症化の予防に取り組む。

oかかりっけ医等が専門医、題知症サポート医等の支援を受け

ながら、必要に応じて認知症疾患医療センター等の専門医療

機関に紹介の上、 速やかに性別診断が行われる体制を構築す

る o

o若年性認知症に関する普及落発を推進するとともに、相談窓

口の設置などにより、適切な支援が受けられる体制を構築す

る o

〇県民の生湛を通じた歯と口腔の健康iくりを推進する。

o「茨城県営と口陸の健康づくり8020・6424推進条例」等に基

づき、8020・64%通動(80歳で20本以上の置を保つ1:と及び
64識で24本以上の歯を保つこと)を推進する。

oむし歯のない子どもを增やすため、 むしlei防に科学的根拠
のあるフッ化物洗口を実施する施設等の增加を図るとともに

継続的に実施できるよう効果的な普及に努める。

o歯と口腔の健康づくりをさらに推進するため、行政に従事す

るIa科衛生士の確保を図る。
〇 葉局における健康相談や情報提供の機能強化を支提すること

により、県民のセルフメディケーションの推進を図る。また、

集局の在宅医療や地域活動への参画などを推進し、 住民の健康
を幅広くサポートする「健康サポート葉局」の普及を図る。

lilO 新たなインフル iンザの発生に備え医療体制を強化するとと
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もに、 タミフル等の医薬品の備蓄や県民への普及一客発等の対策
を進める。

〇 地域医療介護総合確保基金を活用し、医療・介護等福祉の充

実を図るとともに、医療機関の課題やニーズを能動的に把握し、

各種補助制度の有効活用を図ることにより、医療提供体制の更

なる充実を図る。

〇 保健所の機能強化を図るため、老朽化が著しい庁合の改築を

早急に進め、遭切な規模の相談・執務スペース等の確保やバリ

アフリー化を図る。

〇 外国人介幾人材の受入れに当た,ては、外国人材が適切な労

働環境と処通のもとに活用できるよう、施設経営者に意識改革

を促すとともに、外国人介護人材が定着し、活国できる仕組み

づくりを進めることで、介護人材の育成・確保を図,ていく。

〇 「茨城県ヶァラー ・ヤングケァラーを支援し、共に生きやす

い杜会を実現するための条例」に基づき、ケァラー ・ヤングケ

アラーとその家旗を社会全体で支えていくために、市町村等の

関係機関と連携し、ケァラー ・ ヤ ン グ ケ ァ ラ ーへの支援を推進

する。

o障害のある家族の介幾、難病の子どもの子青て、〇きこもり

の家族のケアなど、多様な役割を担 ってい る ケ ァ ラ ー ・ ヤ ン

グケァラーは、身体的、精神的、さらには経済的にも重い負

担を組えていることから、条例に基一iき策定された「茨城県

ケァラ一支援推進計画」により、ケァラー ・ ヤ ン グ ケ ァ ラー

への支援に関する施策を総合的かつ計画的に推造する。

o特に、ヤングケァラーの組える課題は多様であるため、福祉

部門や教育委員会、学校などが連携して対応するとともに、

ヤングケァラーの阜期把握・早期支援に向けた取組にも努め

る o

(4) 限 の 命 とe最を守る集立lll;院al再構集
(i) 中央病院、こども病院及びこころの医療センターの県立3病

院は、県民への空全・安心な管の高い医法提供のための積極的
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な機能充実を図り ながら、 県財政への負担軽減を図るために、

解的な経営改善を推進し真に持続的な病院を日指す。

;!i o新県立病院構想を一属魅力的なものとするため、本県の強み

を生かし、医療とっくばのoポット技術や画期的な次世代が

ん治療B N C Tなど科学技術との連携を進める、 いわゆる医

]:連携をコンセプトとし、先造的な医療機関とする。全国の
大学から着手医師を呼び込み、養成して、県内定着を図ると

いう医師養成センター機能構想を確立する。

;!i o水戸保健医療日に:13ける病院の再橋統合の中で、 新県立病院

が県央・県北地域の最後の醫として、再編後のフラッグシッ

プ・ホスピタルとして医糖提供体制の一11を担えるようにする。
倒フラッグシップ・ホスピタル一高度医療の提供、医師への

教育などの機能を有する申核的な病院

(5) がん対策推造

(i) 「茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民能

条例」 の柱であるがん検惨受診率e0%以上の日標を早期に達成
するため、条例の趣旨を県民にしっかりと浸透させながら、実

効性ある施策を関係機関との密接な連携のもと、積極的にかつ

広範に推進する。

② がんになっても働き続けられる労働環境の整備と意識の Ia成
を造める。

③ 自宅療養のがん息者の居場所づくりを進める。

④ 小児がん対策を進める。

⑤ がん、iii患には、つくばの最新技術を活用する。

⑥ 胃がんリスクを知るためのAE  C検診(リスク層別化検査)

の導入を田する。

(i) がん教青を推造する。

③ 女性の医師や検査技師等が検惨にあたる女性専用がん検惨車

の導入を推進する。
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(6) いばらきノーマライゼーションの推道

① 「障害のある人もない人も共に歩み幸 -itに事らすための茨城
県づくり条例」の目的でもある、誰もが住みなれた地域で社会

を構成する一員と して共に歩み幸せに3らすことのできる社会
の実現のため、障害のある人が地域社会で日立し、様々な分野

で杜会參加が図れるよう、福祉サービスの基盤づくりを推造す

る と と もに 、 Ia用の拡充を図る。
② ヘルプマーク・ヘルプカードの認知度向上に向けた取組を行う。

③ 障書のある未就学児の保青所、動稚園、認定こども園等への

受け入れを促進する。

(7) 犬接設必ゼロの整続

(i) 「茨城l県大描殺処分ゼロを目指す条例」に基づき、殺処i2t -e
oの維持に対する各種政策を積極的に展開する。

② 犬や描を保護し、益渡等の機能を有する動物愛護センターの

設置を進める。

③ 県は、地域の実情に応じた課題解決のため、市町村が独自の

動物愛護管理条例を制定する場合や、市町村、動物要護ボラン

ティア、地域住民等が協働して動物愛護管理施策に取り組むた

めの動物愛i藤協識会を設置する場合に、 能的にこれを支授し、

県、市町村、獣医師会、動物愛識ボランティア、地域住民との

連ieのもと、全県的に動物愛護に取り組む体制を整備する。 ま
た、複数の市町村及び動物愛護ボランティア等によ,て広域に

組総された団体等による動物の保護、益渡、啓発活動等に対し

ても、円滑に行われるよう県は業軟に支援する。

(8) 用 t の 構 M

① 人口減少が著しい県北地域の振興を図るため、「定住人口の確

保」「交流人口の拡大」「生活環境基盤の充実」を基本とし、各

種振真施策を構的に推進する。

o県北地域の定住人口の確保を図るために、雇用の確保・創出

をはじめ、医療、福祉、子青て、教青の環境や、広m通ネッ
トワークの整備とい,た生活環境基盤の充実を図る。 I C T
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を活用した学習機会の確保、 医藤提供体制の充実などを進め

る o

o県北地域の市町がそれぞれ有する豊かな自然や産業などの地

域資源、イベント等を有効に活用して、交流人口の拡大を図,

ていく。多様な手段を使って、地域の魅力を効果的に情報発

信していく。

oそれモ'れの地域が真に必要とする起爆剤の導入を支授するこ
とにより、効果的な県北地域の振興を図る。

o石面市から笠間市間の道組神時のトンネル化を実現して、 大

子町方面に向かう(仮称)茨城構幹線道路の整備を進める。

o東京日の学生との交流を活発にするため、東京日の大学との

単位互換やサテライトキャンパスの設置を支援する。

(9) 安全・安心な9土-l く り
① 県民が安全安心を実感できる「いばらき」を確立するため、

設及び交通安全の構を強化する。

o高い:野や壁にl震われ、外部の日が届きにくいことがヤードの

違法行為の温床となっていることから、あらゆるヤードの実

態解明に努めるとともに、不法ヤードに対しては、県及び県

警が連携し、措導や検挙・解体を徹底するなど、不法ヤード

化の防止に取り組む。

o地域住民の安心の確保に最大限配意した上で、 響察署及び交

番・駐在所の整備を計画的に進め、警察力の一日の強化を図

る o

o交通信号機の視認性向上による交通事故の滅少を図るため、

信号灯器のL E D化を推進する。

o選回連絡を活用して、留守番量話機能の設定及び普及促進に

努め、犯人からの電話を直接受けないための対策を推進する

とともに、最新手口をタイムリーに情報発信することでディ

フ,ンス力向上を図る。

o環状交差点(ラウンドァパウト )の導入効果が見込まれる交

通事故の減少や被善の軽滅、 交差点における待ち時間の滅少、
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災善時の対応力の向上等を踏まえ、 環状交差点導入に向けた

道路管理者への働きかけを描進する。

o車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全

の双方を確保するため、 自転車通行の総合対策を推進する。

o基力団排除条例の適用により、安心できる県民生活を実現す

る。

o住宅侵入窃盗の予防対策、検挙構を推進する。

o人ロ10万人当たりの日動車盗の認知件数が18年連続で全

国ワーストである状況を踏まえ、さらなる取締り強化を図る

とともに、県民への注意喚起にも力を入れるなど、官民を挙

げた対策を講じる。

01良民の不安解消を図るとともに、自由で地な企業活動を様々

な犯罪から守るため、 響察官の增員を含めた警察力と響察活

動の充実・強化を図る。

o飲酒運転根絶のため、參加・体験型の交通安全教青、様々な

広報媒体を活用した広報整発活動、 P D C Aサイクルに基づ

く厳正な取締りを推進する。また、関係機関・団体・業界と

連携し、「ハンドルキーパー運動」への参加を広く県民に呼び

掛けるなど、「欲酒連転をしない、させない」という「飲酒運

転を許さない環境づくり」を推進する。

o運転中の捜帯電話使用は極めて危険であることから、啓発と

取り締まりを推進する。

oテロに関する情報収集・分析、水際対策、警戒警備を徴底す

るとともに、テロ対策茨城パートナーシップ推進会識等を通

じて関係機関や民間事業者と連携し、官民一体とな,たテo

対策を推進し、テロの未然防止を図る。

o外国人就労者を含めた県内の在留外国人が、 安全安心を実感

できるための取組を推進する。

o安全・安心の茨限を確固たるものとするため、警察と知事

部局や教青委員会と犯第の未然防止を重視した連携の強化を

図り、犯罪が起きにくい社会づくりを進めるとともに、子ど
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もたちを守り抜くため、 教青現場における児重生徒の安全確

保に努める。

o犯罪の未然防止、解決に街頭防犯カメラが有効であることか

ら、設置を促進する。

【新通】 o県外から不正に残土を持ち込ませないための対策の一環とし

て、配載を含めた不正改造車両の取浦りを強化する。

② 食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、 もって県民の生命及び健康を保護するとともに、消費者

の信頼を確保する。

o食品等事業者に対して法令順守意識の向上を促すとともに、

営業施設等に対する監視指導体制の強化を図る。

o食品表示法の施行を踏まえ、食品表示の監視指導を強化する

とともに、事業者による自主的な食品表示適正化に向けた取

り組みを支援する。

o G A  P (農業生産工程管理 )やトレーサピリティの取組につ

いて構的な推進を図る。

o「茨城県食の安全・安心推進条例」に基づき、安全・安心な

食品の生産及び供給に寄与するため、 実効性のある総合的な

食の安全・安心施策を推進する。

o高病原性島インフルエンザ、口時要や隊熟等、家書伝染病に

関する発生予防体制と万が一の発生に備えた防疫体制を機集

することとし、特に、豚熟については、角養ほへのワクチン

接種及び野生いのししへの経口ワクチン散布を引き続き行う

とともに、アフリカ隊總も含め、野生動物侵入防止対策とし

て防護紐、防島ネットの道正な維持管理等を指導する。

o原産地の後装表ll示などの不適正な表示を確実に発見するため、

関係機関と連搜し、 元表分析等の科学的手法を用いた検査を

実施し、県民の食に対する安心感の題成を図る。

o食品衛生法等の一部改正を暗まえ、 食品等事業者に対する

H A C C  P (ハサップ:危書要因分析重要管理点)を用いた

衛生管理方法の適正な連用を確mび支援する。
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o水道用水の水源でもある重ヶ浦の水質浄化は、 極めて重要で

あることから、一日描進する。

00 'tiffな提a境づくり
① 子青て支1展、コミュニティの維持など、県民の互意・互助
(助け合い) の精神をa成する。

(2) 人口減少や少子高餘化が造行する中、公共交通は、住民が生

活するうえで重要な移動手段である一方、地域公共交通を取り

巻く環境は大変厳しい状況にあり、 その維持確保が課題である

ことから、今後も国や市町村と連携し、総合的な対策を造める。

また、地域の移動手段確保などの観点から、市町村を越えた

広域路線パスなどを含む公共交通ネットワークを検討し、地域

住民にとって必要なパス路線の雑持確保を図る。

③ 中山間地域の高ei者等の交通不便者への対策として、自動運
転車等の次世代モピリティの社会実装に向けた取組を促進する。

④ 県民生活に欠か・lトない生活道路の安全確保をはじめ、事l線道

路の維持・補修や、県管理中小河川の改修及び波操に対して、

大幅な子算確保に努める。

⑤ 水資減の安定的確保や用水供給対策、治水対策の充実強化を

進める。

o電ヶ浦導水事業については、Eク浦及び桜川(千波湖)の水

質浄化、利根川及び那珂川の温水被書の観演、並びに新規都

市用水の確保のため不可欠な事業として、 関係者の理解を得

ながら、関係都県と連携し国への動きかけを行うなどにより

設 能 を 図 る 。

⑥ ごみの減量化・再資源化等の対策を推進するとともに、tみ

処理施設の整備田を図る。

(i) 下水道、農業集落排水施設や合併処理津化構の整備を推造す

るとともに、量ヶ浦(西浦、北浦、常陸利根川)、牛久沼、i面沼

などの湖沼・河川の水質浄化対策を強化する。

⑧ 資源指環型杜会一二; くりのため、環境教青を推進し、環境保全
県願動の強化を図る。
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⑨ 河川の水質を保持するため、 河川全面に繁殖し河川への光を

選るナガェツルノゲィトウに代表される特定外来生物の除去作

業を行う。

⑩ 産業界等の様々な主体と連携し、プラスチック使用量の削減

やぺットポトルの水平リサイクルの普及を図るほか、使用済

プラスチック製品の分別収集、再資源化に係る市町村の取組を

後押しし、プラスチック資源循環を推進する。

(D 地域と共生した再生可能エネルギーの導入、省エネルギー施
設整備や次世代自動車の普及など、 脱炭素杜会づくりに向けた

取り組みを推進する。

o 「 いばらきヵーポンニ ュー ト ラ ル 産 業頭,点創出プロジ,ク ト 」
に費同する企業、大学、研究機関、国や自治体等の関係機関

など、産学官の連携・協動がより一層深化されるよう、県が

リ ー ダーシ ッ プ を発理し、取組を推進する。

〇 太 ES光発電の導入については、地域住民の理解を図るととも

に、 自然環境に配意した適正な導入を促進する。

〇 表城県地球温暖化対策実行計画に基づき、二験化炭素排出削

滅に向けた県民運動や事業者の環境負荷低減の取り組みを推造

するなど、地球温暖化対策を総合的・計画的に推進する。

o家度部門における大幅な二験化炭素i非出削減を達成するため、
各家庭での取り組みを使造し、 分かりやすい情報発信を心が

け、意識の客発を推進する。

o事業者における二酸化炭素排出量削減のための対策支援や、

環境マネジメントシステムの普及など、特に中小規模事業者

への取り組みを推進する。

〇 開沼環境税の活用を図る。

o県民共有の財産である森林や湖沼・河川等の自然環境を、そ

の公益的機能が十分に発海されるような状態で次代に引き総

いでいくために、その税収を効率的に活用する。税を活用し

た事業の重要性や公益性について県民の十分な理解を得るた

め、取組による効果について数値日標を設定するなど、県民
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への恩意などの「見える化」に向けた情報を積極的に発信す

る o

〇 世界湖沼会識の成果を踏まえ、湖沼に関わる関係者などの協

力関係のもと、県民に環境学習等の機会を提供し、環境の保全・

改善に資する新たな取組、成果に結びっけていく。

0;10 地域との調和を図りっつ、日立市観訪町地内において新たな
産業廃葉物最終処分場の整備を進める。

〇 残土の不適正な処理や無許可理立て等の事案が後を絶たない

状況にあることから、不適正な処理が1表われる建設残土等を持
ち込ませないことや事集発生の初期段階から対応することによ

り、無許可理立て等の不適正事案の発生を抑止するとともに、

早期発見につなげる。

111 1) 心をl かにする文化の1最a
伝統芸能や文化を次代に継承するとともに、新たな芸術、文化

の振興を図り、 心豊かな生活を送る中でi郎土愛の酸成を図る。

0a スポーツのlit
① 身近なスポーツへの関心や参加意欲を高め、スポーツを通じ

た県民の能增造、体力づくりにつなげる施策を推進する。

② スポーツを核とした地域振興やスポーツ産業の番致、青成に

取り組み、スポーツを通じた地域の活性化を推進する。

③ 地域活性化や;it力度アップ等を目指し、青少年を対象とした
全国規技のスポーツ大会の構的な義致に取り組む。

④ スポーツ選手の青成強化のため、フィジカルトレーニング、

食事トレーニング、身体のメンテナンス(先進的な医療を含む)

面からァプoーチする体制を整備するとともに、スポーツトレー

ナーを県内各地の拠点に配置する。

⑤ 表城国体終了後に:i3いても、大会開德のレ'f シーとしてよ り
一日のスポーツ振興を図るため、引き続き老朽化した施設・設

備の改修に取り組む。改修にあたっては、障害者スポーツの描

進や競技水準の向上を図るため、 障書者も利用可能な施設とな

るよう配!量する。
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⑥ 全国規模のスポーツ大会の支搜iや国体正式競技に加え、 デモ

ンストレーションスポーツ般技も視野に入れた記念大会を開催

することにより、スポーツ人口やスポーツ交流人口の拡大を図

る o

03 台属等の:ll;最ll災書対策

(i) 通m書やテロ等の1泰急事態に対応するため、能・消防・

海上保安庁・自衛隊・災数点病院等や行政との連携を強化し、

危機管理体制の整備や支選策の充実を図る。

o県広報紙等を活用し、 県民の防災意識向上のための情報を全

世帯に配布する。

o事前に災害発生時の状況を想定し防災行動を時系列で整理し

た行動計画、いわゆるタイムラインを個人ごとに作成する。

o防災に関する専門的知識・技術を持つスーシ ャ リ ス ト を 育成
して配置する。

o県で総合的に情報を収集して自洽体間で共有する。 気象情報

を的確に把握するため、 県に気象予報士を配置する。

o S N Sなど多様な発信手段を活用し県民に正確かつ迅速に情

報を伝える。

o防災教青に関連した内容の一元化を図り、 学校における防災

教育や防災訓線を推進する。

o地域における自主防用観、 消防団の強化や防災訓技への支

1展を行うとともに、地域のリーダーとしての活躍が期待され
る防災士の積極的な活用が図られるよう、市町村への支援を

強化する。

o線状降水帯の発生により、洪水や土砂崩れなどの発生が予見

される場合には、 日主防災組織による初動対応が地域住民の

命を守る鍵となることから、災書ハザードェリァ内における

自主防災組織の結成を促進する。

o選難所の冷暖房の整備やトイレの增設、プライバシーの確保

などM性の保持を促進する。

o災善の事前対illに対する中小企業の意識付けを進めるととも
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に、 災害により甚大な被害を受け、 再建困難な産業等を支授

するため、 企業間の連携の強化を田する。

o令和元年台風第19号や令和5年台属第13号等により被書

を受けた河川をはじめ、顔発化・激甚化する大規模水害に対

し、本川・支川を含めた抜本的な河川改修に加え、流域にお

ける田んばダムの整備など、あらゆる関係者が流域治水対策

を推進する。

o災者時における廃索物の迅速かつ円滑な処理のため、 市町村

による災書廃室物処理計画の策定を支援するとともに、関係

機関との連携・協力による広域的な処理体制の構業に取り組

むo

o内水氾i監対策として、「内水対策に関するワンストップ相談窓

口」を設け、市町村が内水対策を実施するうえで抱える課題

などを包括的に受け止め、関係部で連携しながら技術的な支

援をしていくとともに、内水ハザードマップの作成について

も働きかけ、ハード ・ ソフト対策を組み合わせた効果的かつ
効率的な内水対策の充実強化に取り組む。

o河川氾雄など水書からの逃tf速れによる人的被書ゼロに向け、

市町村と連携し、マイ ・ タイムラインの普及・啓発や選難行
動要支援者の支援体制の充実・強化に取り組むとともに、洪

水ハザード内の全住民を対象とする避難行動を呼びかける訓

練を全市町村で実施するなど、 地域防災力の強化に努める。

00 国:l:強a化の推遭
(i) 切適する巨大地震等や気候変動の影響により境発・激甚化が

銀念される気象災害等を踏まえた防災・減災対策を着実に識じ、

国土強理化を強力に推進する。

② 災書に強い原土一二Sくりのため、「第1次国土強観化実施中期計

画」に基一i く国の予算を有効に活用し、自然災害時の減災・防

災対応として、道路の法面・盛土対策や冠水対策、河川の流木

対策、海岸現防の高期対策等のインフラ整備を積極的に推造す

る。
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※ ③ 「第1次国土強ll化実施中期計画」 に基づく国の予算を有効

に活用し、国土強理化の取組みが迅速かつ確実に実施できるよ

う 、  対策の抜本強化を図る。

o令和元年東日本台風等により被害を受けた公共土木施設の迅

違な復旧・復興に取り組むとともに、災害に強い国土づくり

を着実に推進するため、 地方の社会資本整備財旗の十分かつ

安定的な確保を国に働きかける。

o事前防災・減災対策の強力な推進により激甚化する自然災害

に対する安全を確保するため、 河川改修や地域間交通のダブ

ルネットワーク構築など国土強 ll化予算の重点配分並びに大

幅な子算增を国に働きかける。

o将来の財政負担を抑える予防保全に早急に移行するため、 診

断・修構等の長寿命化に必要な予算の別枠確保及び安定的な

財源確保を国に働きかける。

o平常時災書時を問わず経済を支える物流の効率化を図るため、

重要物流道路の更なる措定及び指定路操の早期補助事業化に

よる重点整備を国に働きかける。

④ 地域住民の安全安心に直接的な責任を有する基整自治体を長

期的かつ安定的に支えることができるよう、地方整備局等の体

制の充実・強化や災害対応に必要となる資機材の更なる確保を

図るよう、国に働きかける。

⑤ 災善復旧時の拠点となる土木事務所等の機能強化、 技術職員

による災害への対応力の確保を図る。

⑥ 公共施設(橋集・トンネル等の土木機造物など)の老ff化対

策として、長寿命化計画を定め、予防保全型の維持管理を推進

するとともに、計画に基づく施設の適切な更新に勢める。さら

に橋果については、 災書に備えて lilt震化を推進する。

⑦ 住民の安全確保を優先し、一部屋のみを耐震化する等、家屋

全体の耐震化以外の耐震改修について普及啓発等を行うととも

に、動成播置の売実を図る。
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00 新型コロナウイルスm構
① 引き続き、高軸者・障害者福祉施設における脇野防対策や、

発生した場合の感染拡大防止対策に万全を期し、高餘者・障書

者の安全・安心を確保するよう努めること。

② いわゆるコロナ 'ieiai i iに苦しむ方に対し、寄せられる相談に
丁事に耳を傾け、相談者に寄り添った対応に努めること。

③ 新型コoナゥイルス感染症の影響により収入が減少した世帯

などを対象とした生活福祉資金特例貸付の償還に当たっては、

道切な債構管理を行うとともに、借受人の経済状況等に応じて、

償通免除や償通計画の見直しを含む償通措予を助言するなど、

一人ひとりに寄り添った丁事な支援に取り組むこと。

④ 新型コロナウイルス感染症は5類へ移行されたが、高齢者や

基磁疾患のある人にと,ては依然として重症化リスクが高い感

染症である1:とに変わりはないことから、医療機関に対し感染
を防ぐための備品に対する支選iを行いつつ、 医療提供体制の絶

持を呼びかけるとともに、県民に対し、感染状況の公表や受診

の働きかけなどを継続すること。

2.「新しい」産業・●用をつくる

(1) 人口減少を可能な限 りaやかにし、 持結的な活力ある地城杜0 t
を●るた〇、 本集の地:方iTl生に向けた:取組の強化
① 本県の「まち ・〇 と ・しごと創生総合戦略」 (県総合戦略)と
して位置付けた総合計画を着実に推進するとともに、いばらき

自民党から提出した 「地方創生のためのアイデア施策提案」

(16傾日)を十分に参考にして、真の地方創生を進める。

② 県総合戦略に関連する指標について、 県総合計画書議会にお

ける評価・分析、検証を踏まえて、施策の実効性を高め、県総

合戰略の着実な推進を図る。

※ ③ 「地方創生2.0」に向け、市町村とも連携しながらデジタル技

術を活用した;取組を進める。

;!i ④ 自主性と創意工夫に基づいた、地域の独自の取組などを対象

とする国の新しい;t国方経済・生活環境創生交付金(第2世代交
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付金) を有効に活用し、 さらなる地方創生を推進する。

(2) 新置業青成. 中小企業の業1!fi f i 換 ・ 事 業造通
(i) 「県全体として様ぐ力をつくり出す」という基本理念を根本

に据え、新しい産業政策を再構築していく。そのため、商一]二業

や農業はもとより、医療、介護、健康、食品、教育、科学技術

などで新産業を創造する。一方、 これまで本県経済を支えてき

たものづくりなどの既存の産業や中小企業についても一層発展

させる。

② 表城の持つ最先端科学技術の強みと特色を生かし、中長期的

な視点から、起業支援、新産業の創出やペンチャー ・新事業展

開への支援、産業人材の確保・育成などへの投資を促し、新た

な需要と雇用を生み出すとともに、若者に対し起業家精神の青

成を進める。

③ 最先端の科学技術や数多くの研究人材の集積を請る「つくば」

は、本県の大きな原動力であり、そのイノペーシ・ン を さ ら に
時き上げ対日投資を呼び込み、シリコンバレーのようにしてい

く。

o産業技術総合研究所をはじめとするつくば地域の先端技術研

究機関との連携強化を図りながら、創業や新事業展開の田

を図る。

o「つくば・東海・日立」を有機的に結び付け、最先端科学技

m点の形成を図る。
o新産業を核としたスタートアップや企業を根付かせるための

取り組みを強化すること。また、「つくば」に集積した科学技

術や研究人材等の強みを生かし、新産業の創出、青成、事業

展開の実現を図り、新産業の拠点化を日指すこと。

④ ペンチャ一企業をはじめ、スタートアップを強く支援して、

「起業するなら茨城」と言われるようにスタートアップ立県を目

指すとともに、県内で起業したペンチャ一企業が県外に流出し

ないよう、有効な支援施策を識じ、ペンチャ一企業の青成・集

構につなげる。
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⑤ 字宙航空研究開発機構(JAXA) をはじめ、国の研究機関等

と連携して、字宙関連ペンチャ一等が活動しやすい環境づくり

に取り組み、多くの企業が字富ビジネスに挑戦できる換点形成

を進める。

⑥ 地域の活性化や再生を図るため、国家戦略特区、地域再生、

流生などの制度を総合的に活用する。

⑦ 本県経済の基盤を形成する中小企業の新製品・新技術の開発、

販路拡大を支援するl:とにより、創造性・目立性に富んだ中小

企業の育成を図る。

③ 環境・ バイオ分野をはじめとするリーディング産業の新規立

地や事業拡大の大きな解となる人材確保について、 地元市町

村や企業・学校等の連携により、技術系人材を確保するととも

に、若年労働力の地元採用・定着を目指す。

⑨ 大強度陽子加違器施設(J PARC )における中性子の産

業利用を能する。

⑩ 地方の人口滅少を食い止めるためには、国としての地方から

簡日への人口流出に営止めをかける対策が必要であり、 「地域

における大学の振興及び着者のE用機会の創出による若者の性

学及び就業の促進に関する法律」に基づき、東京23区内の大

学の定員增が規制されたところであるが、 さらに実効性を高め

るため、地方大学・地域産業創生交付金制度の拡充等について、

国に対して働きかける。

(D 内需の停精や中国経済の減速などによる惡影91等により、必
要な事業設の円滑な調達に支障を来している中小企業に対し、

信用保証協会におけるセーフティネット保証制度等の円滑な利

用の促進や返済負担の軽減など、より一日の金融支援制度の充

実を図る。

〇 大手企業との交流や産学連携による技術開発を促進し、今後

成長が期待できる環境・新エネルギ'一や健康・医療機器等の産

業分野への原内中小企業の參入を積極的に支援する。

〇 県内中小企業の地域管演の活用や農商工等連携による新事業
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への取り組みの支授を強化する。

〇 中小企業の新製品・新技術の開発に必要な技術シー スの移転

や I  o T活用を支提するとともに、 I CT等の次世代技術を活

用しながら、創造的企業・起業家の育成を強力に推進する。

〇 サービス業など労働集約型の地域密着型企業の新規立ち上げ

により、地元目用を創出し、中心商店街等の限わい復活につな

げる。

〇 中小小売店等を支援するため、街づくりと一体となった中心

市街地の活性化や、限わいのある商店街づくりを能する。

〇 大型店の撤退や交通相の弱体化等に伴う高餘者など買い物困

難者の增大に対応するため、 市町村等と連携した空き店舗への

出店を積極的に支援する。

〇 業mの円滑化に向けた支授の充実を図る。
〇 厳しい経営環境に直面している建設業のイメージアップを図

るとともに、県発注工事について、ゼロ債務負担行為や速やか

な線越、余裕期間制度の活用、適正な工期の設定等により、施

工時期の平準化を図る。併せて、経営革新や地域責献に取り組

む業者に対する支援の充実や県内業者青成のための地元業者へ

の使;ll発注を行う。

o建設業の働き方改革や就労環境改書を進める取り組みとして、

適正な工期設定並びに経量補正の道用のもと「週休2日制促

進工事」を実施するとともに、建設現場における男女ともに

働きやすい環境整備の一環として、建設関連団体などと協力

して「建設現場土日一斉閉所」を推進するなど、若者や女性

を含めた建設業の担い手確保・育成に努める。

また、 これらの勧き方改革や就労環境改書、施工時期の平

準化といった取り組みが市町村工事や民間工事へも反映され

るよう働きかけを行う。

〇 中小企業における女性活題の取組を加速させるため、 女性活

国推進法に基一;く事業主行動計画の策定を使す。
a) aき方改革を進めるため、 テ レ ワ ー ク な ど多機なaき方が可

一 必 一



能な環境の創出を推進する。

@ 新たな地域経済の担い手を創出し産業の新陳代謝を促進する
ため、女性を中心とした起業を促進するとともに、後継者不足

とのマッチングを図る。

② T P Pなどの経済連携協定については、農業分野をはじめ、

幅広い分野に大きな影響を及ばすことが感念されるため、国際

的な動向を踏まえながら、状況がどのように推移しても万全の

対策を講じるよう政府等へ働きかける。

の コロナ相で表弊した地域経済を再生させるため、事業者支援
体制の構業に取り組むとともに、次の感染拡大に備え、事業者

通のさらなる強化を図る。

〇 県北地域の中小製造業を活性化させるため、つくば地域の持

つ科学技術やペンチャ一企業と有機的に結びつけるとともに、

デジタル技術を活用した企業の競争力を強化するl:と。

〇 物価やエネルギー価格の高隆の影響を受けている医療、社会

福祉施設や学校のEか、 農業者や連送事業者をはじめとする申

小企業等に対し、 :自L担の軽減に向けた対策を講じるとともに、

i 上 げ を能する 。

〇 公共工事において、物価高隆に伴う設計資材単価、設計労務

単価及び諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の引

き上げを推進する。また、気候変動による猛基によって生ずる

熱中症対策aや体識・休止による工期延長に伴う增額経1量につ

いても考慮する。

〇 いわゆる「物流の202体問題」で課題とされる中継始送等の

対策として、市街化調整区域内であっても、地方連始l局の許可

を取得した無畫車庫地区内への休蔵施設の設置許可や、 既存施

設の用解等の都市計画法に係る要望へ乗軟に対応する。

(3) 表城のi tllを支えるインフラll

① 陸・海・空の広域交通ネットワークの整備を図る。

o言都日中央連絡自動意 i當については、 4車線化の早期完成を

国等にaきかけ、整備を促進するとともに、  I Cアクセス道
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路の整備を推進する。

o東関東自動車道水戸線については、 県内区間の全線開通に向

けて整備を促進し、さらには、處的・神栖方面への延伸であ

る(仮称)鹿行南部道路の高違道路計画の早期具体化に取り

組む。

o新4号国道の6車線化や、国道6号及び国遭50号の4車線

化について、早期完成を国に働きかけ、整備を促進する。

o県北、 県央地域の地域活性化に資する水戸外環状道路及び茨

城北部章;,線道路の整備を推造する。

o道路整備に必要な財源を確保し、国・県道などの幹線道路相

の整備を滞るl:となく推進する。

;!i o表城空港については、 民航機の着陸ルールの弾力的運用や国

際線の乗り入れに関する制限の微廃が実現されたことから、

国内、国際定期便やチャーター便、ピジネスジ, ツ ト な ど の

就航路線の霧致や受入環境の整備に取り組むとともに、地元

と連携し空港周辺の限わい創出を図る。

o表城空港にピジネスジ, ツトの建機場を增設し、海外富裕Ji

等との交流促造につなげる。

o表城港及び鹿島港の整備を促進するとともに、定期航路の開

設など、利用拡大を図るため、効果的なポートセールスを行

う o

【新温】 o表城空港将来ピジョンの実現に向け、ターミナルピルや建機

場の拡張、取付番導路や平行番導路の整備等、空港の機能強

化を推造する。

② 用発展に結びつける幹線道路ネットワーク相の整備を図る。

o石岡市から笠間市間の道組神峰のトンネル化を実現して、 大

子町方面に向かう (仮称)茨城経幹能路の整備を造める。

【再掲】

o筑西幹線道路について、 全線を早期に結ぶことを最優先に、

配 を造め る 。

③ つくばエクスプレス等の21;宣illの利便性向上を図り、首都日
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との連携を強化するとともに、 魅力ある沿線開発を推進する。

oつくばエクスプレスの東京駅までの延伸の早期実現を図る。

oつくばエクスプレス沿線の阜期市街化を図るため、土地区画

整理事業を推進するとともに、戰略的なPRにより、「つくば

スタイル」の定着を図る。

oつくばエクスプレス沿線の県有地の分識推進と優良企業の議

致を促進する。

④ つくばエクスプレスの整備効果を県内全域に波及させ、本県

の将来に向けた経済発展を目指し、つくばエクスプレスの土浦

延伸に向けた取り組みを推進する。

⑤ 東京直開 (地下鉄 8号線) の県西地域への國申を促進する。

⑥ ひたちなか海浜缺道漢線のひたちなか地区への延伸について

は、 〇たちなか地区開発を進展させる取り組みの一つと位置付

け、市と一体となって延伸の実現に取り組む。

(i) 遭路・橋果・トンネルの補修、道路の除革・防革対策、白線

の引き直し、河川の竹木の伐採、増種土砂の除去など、維持補

修を進める。

⑧ 海門橋など、老朽化した橋果の集け替えに計画的に取り組む。

(4) 企業立地のaカな推道、地tt1最a
① 企業ニーズに即した本社機能移転強化促進補助等の各種優通

措置や企業が活動しゃすい事業環境の整備、戦略的な企業霧致

策の実施などにより、 企業立地や新たな成長分野等の本社機能

の移転を促進し、力強い産業と雇用の創出を図る。また、雇用

に対して人材の供給不足やミスマッチがないよう、企業霧致と

連携した人材確保・青成策を関係機関と連携しながら推進する。

併せて、 既存立地企業への支援も含め県民雇用を促進する制度

を検討する。

o様々な企業の事業環境が向上するように、交通ネットワーク

をはじめとする各種インフラの整備はもとより、a通制度の
拡充、各種許認可の迅速簡表化に努め、地域間競争に負けな

い産業基盤づくりを進める。
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② 大型投資の進む次世代自動車や半導体関連産業のク ラスタ一

化を図るため、関連企業の番致に積極的に取り組み、雇用の創

出を図る。また、それらの企業の製品を県内企業が活用しゃす

く な る よ う P R を行 う な ど 、環1境二; くりに努める。

③ 首都日中央違無自動車道の沿線地域では企業立地が進んでお

り、令和4年度から順次4車線化が進むなど、企業の立地ニー

ズがより高ま ,ていくことが見込まれていることから、一社で

も多くの企業を本県に呼び込めるよう、市町村が主導する開発

計画の支提強化を図るとともに、県施行による産業用地開発を

含め企業の立地ーーズに対応できるよう産業用地確保に向けた

取り組みを強化する。

④ テレワークを活用する I  T ・ペンチャ一企業のサテライトオ

フィスなど、企業のMの本県への構理を図る。

⑧ 地元企業、農家、研究機関と連携できる食品産業等の集積な

ど新しい発想と戰略で対処する。

⑥ 県等保有土地については、県有地等処分・管理対策本部にお

いて、土地の利用価値、取引の実勢や将来の金利負担等を総合

的に勘案した弾力的な価格設定を行うことなどにより、全庁挙

げて早期処分に取り組む。

o企業誘致を推進するため、 全庁的に開発公社と連携を密にし

て、 公社職員が有する専門的な知識・新等を活用するなど、

販売体制の強化に努める。

⑦ 茨城中央工業団地(笠間地区)へのおかめ納豆(タカノフー

ズ)立地に伴い、常響自動車遭利用者が高速道路の追加料金な

しで利用できる道の駅を空き用地を活用して設置し、施設内に

納豆の製造過程展示、販売、食の提供を行うことにより、本県

特産品をアピールする。併せて、同団地の進出企業の製品を展

示し、企業のイメージアップと地域農産物 ( ク リ等 )の直売も

併せて行うなど、県内版アンテナショップとして活用する。

⑧ 書産試験場跡地は、県央部発展の配_、_ _ 、__., _として活用する。

a 若者が集う大学等の器致
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tic 本社機能、サテライトオフィスなどの義致
t? 工場、倉庫などへの単純売却はしない
e二1 リ トルシニアのメッカとなっている現状を継続
m 県立I T未来高校の開校を活かしたI T理点化構想
⑨ ひたちなか地区は県内有数の開発可能性を持つ地域であり、

新たな工業団地を確保し、企業を番致することは重要と考える。

工業団地が確実に整備されるよう、市との連携体制の更なる強

化を図る。

(5) 北開東新組法口の創生と東日本のま開口としてのa能●生
① 北関東自動車道など陸・海・空の広域交通ネットワークを生

かし、茨城・栃木・群馬の北関東ll l県をはじめとした隣県等と

の官民一体となった連携を推造し、交流の拡大を図る。
o茨城空港の活用も取り入れた広;tf観光ルートの開発をはじめ、
産業、科学技術、保健・医療等、幅広い分野で地域資瀬の活

用を図る。

② 常陽銀行と新木県の足利ホールディングスとの経営統合(め

ぶきH  D )  を契機に、蛎木県及び群馬県とのさらなる連携強化

のもと、新たな北関東3県経済日の構集を視野に入れた産業展

開を図る。

(6) 国内有数の・業u型l!を成・i '業として発最させHかる●業を
実現

① 領6年3月に施行された「茨城県食と農を守るための条例」

の基本理念をしっかりと受け止め、食料安全保障の観点から、

本県農業の成長産業化に向け、経営者マインドを備え、儲かる

農業を実践する担い手の育成・確保を進めるとともに、農地の

集積・集約化による生産性の向上など農地の適正かつ有効な利

用や、本県農産物の付加価値の向上、国内外への新たな販路拡

大等を推進する。

② 人口減少による国内市場の情小や、ロシアによるウクライナ

侵攻など国際情第の不安定化による生産資材等の価格高隘等、

農業を取り8く環境が厳しさを増す中、全国有数の農業産出額
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を持る本県は、 安全・安心な農産物を安定的に供給していく役

割を担っていることを暗まえ、飼料、肥料、然油など農業生産

資材の価格高藤に対する効果的な支援策を実施し、 始入依存か

らの脱却に向けた構造mづくりについて、スピード感を持 ,
て取り組んでいく。

③ 「意水」、「常陸の1配き」の高投店での取m続等に場め る と
ともに、  トップブラント化に取り組んだ手法を他品目等にも応

用し、本県農林水産物全体のイメージアップと限売促進を図る。

また、 メ ロンの 「 イパラキング 」やイチゴの 「いばらキッス 」

などの県産オリジナル品種について、oツトの拡大による認知

度向上を図る。

④ 「かんしょ」について、国内外の需要にしっかりと応える必

要があることから、消量者や実需者のーーズに応える生産拡大

の支援や年間を通じた安定供給を視野に入れた取組を推進する。

【新温】 ⑤ 全国シニア5割を超える収種量である本県産レンコンについ

て、高付加価値商品の開発や海外市場の開拓等によりブランド

力の向上を図る。

⑥ 本県農林水産物や加工会品のブランド化や輪出促進に向け、

G I  (地理的表11示)の活用を進める。

⑦ 農商工連携や医福食農連携、6次産業化を進め、農林水産物

を利用した付加価値の高い新たな加工商品等の開発を支援する。

また、商品開発、販路開拓などの専門家を集めた「6次産業化

サ ポ ー ト セ ン タ ー」を活用し、生産から加工・販売に取り組む

意欲の高い農林漁業者に対し、一宣した支援を行う。

※ ③ 需要に応じた生産が求められる中、本県稲作農家の経営を安

定させるため、経営所得安定対策などが継続的・安定的な制度

となるよう、国に強く働きかける。また、主食用米以外の品目

についても、実需者ーーズに配慮しながら米の生産の方向性の

かじ取りを行い、安定供給に努める。

③ 本県産米の消費拡大を図るとともに、「特A評価」の獲得やブ

ランド化、米粉の活用促進に向けた新商品の開発支援など、利
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用拡大及び需要拡大に積極的に取り組むとともに、 農業大県と

して近年の地球温暖化に対応する高温耐性に優れた野業の普及

や次世代コシヒカリ等の開発普及および営農指導に取り組む。

〇 茨城県主要農作物等種子条例に基づき、種子生産者や関係機

関と相互の連携協力した上で、必要な体制を整備しつつ、需要

の見込まれる米、表、大豆及びそば等の英励品種の指定、原種

及び原原種の生産など、優良な種子の生産供拾に取り組む。

(D 地域の特性に応じて、コーディネータ一役を担う JA、市町
村、 農業委員会などと農地中問管理機構が一体となって地域計

画を核に、農地の集機・集約化を一体的に推進する。
〇 畑地の基盤整備を進め、園芸品目の一日の品質向上や安定生

産対策を継続的に行うとともに、情報発信や効果的なP R等を

推進し、 消費者や実需者に信頼される収益性の高い園芸産地の

育成を図るなど、地域特性に応じた農業振興に取り組む。

〇 産地等における新規就農者の受入体制の充実や法人等におけ

る雇用就農の拡大などにより新規就農を促進するとともに、企

業等の農業参入を積極的に推進する。

〇 収益の向上を目指す農業経営体や農業参入を希望する経営体

等に対して、法人化や目用、賃金、農地の確保などの課題解決

に向けて専門家を派造し経営発展を支援するとともに、意欲あ

る中小農家の相談にきめ細やかに対応できる相談体制の整備を

図る。

〇 本県が有する意まれた教育、研修、研究環境を生かし、農業

者等が営農しながら経営の発展段階に応じて、 体系的に経営手

法や先進技術等を習得できる識座の充実と受幾者の利便性を図

る o

0;10 中山間地域や水田作・畑作地域など、県内各地域の実情に応
じたきめ細かな農業者の確保・育成を進めるとともに、経営規

模の大小に関わらず、意欲のある農業者や新規就農者が挑戦し

やすいよう、農業換械のレンタルやリースなども含めたきめ細

やかな支援を行う。
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〇 農業生産条件の不利な中山間地域の農業振興を図るため、 当

該地域を対象とした事業要件の接和や支援の拡充を行うととも

に、担い手不足解消のため、法人の参入を促進する。

〇 遊休農地については、国の助成措置を最大限活用しながら地

域の再生利用の取組を支援するなど、 その解消と来然防止を図

る。

〇 国内外の産地間銭争に打ち勝つため、書産の生産基盤強化や

県オリジナル種書を活用したブランド力強化等を推進するとと

もに、 書産環境対策と家畜街生対策の充実強化による書産経営

の安定化を図る。

〇 強い農業の基盤づくりを進めるため、未整備地域における農

地の基盤整備を着実に造めっつ、 生産性の向上を図るためのほ

場の大区画化や畑地かんがい等の整備、土地改良施設の修構・

更新対策の充実強化など、農業農村整備事業を計画的に推進す

るために必要な財減を確保するよう、国に強く働きかけを行う。

の 物価高展の影響を受けている土地改良区に対し、運営経1量の
削減に有効な体制の見直しや、施設の省エネルギー化の取組の

促進等により、情勢変化の影響を受けにくい体制づくりを支援

する。

@ 農村地域の生活基盤の整備を支援するとともに、地域資源を
生かしたこだわり産地や、快適で魅力ある農村環境づくりを推

進する。また、地域リーダーの育成や農産物直売所の機能充実、

都市と農村の交流を促進し、農業・農村の活性化を図る。

;!i ② ィノシシなど有書爲戦による農作物被書は、経済的な被書の

みならず、営農意欲の減退等の影響が想念され、耕作放葉や離

農等の要因になるl:1とから、狩9事.者の育成や有者島獣の目撃情
報の周知線底を図るなど適切な対策を識じるとともに、島歡被

害防止総合対策交付金等を活用し、効果的な対策の強化に取り

組む。また、当護交付金については、昨今の物価高購や地域の

実情を踏まえ、 整備事業における支援上限単価を見直すなど、

十分な予算措置を幾ずるよう国へ動きかける。
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※ の 狩猟者の高餘化等により将来的な担い手不足が標念される中、
女性や若者などへ狩斑の意義や魅力等をPRするほか、狩9;.免許
取得者に対し実践的な研修会を開催するなど、 持l境者の確保に

取り組む。

@ ィノシシによる農作物等への被害防止対策として、イノシシ
内の利活用(ジピエ振興)を進める。また、イノシシの捕選や

処理、販売、消資に至る出口戦略を一元的に担うための組総体

制の強化を図る。

【新温】 〇 本年11月に独自の表急事態宣言を発出する対応をとったサッ

マイモ基腐病について、予防や早期発見を確実なものにするた

め、家庭菜園を含めた生産者への啓発を行うなど対策の徴底を

図る。

〇 多面的機能支払交付金などの日本型直接支払制度を充分活用

し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る取組を

-Ji推進する。
※ e 輪入飼開格に左右されない書産経営体への転換を図るため、

銀l料自給率の向上や飼料価格の高止まりに対する支援を行うと

ともに、価格安定制度も含めた乾牧革価格の高止まりに対する

解 の 地 を 国 に 動 き か け る 。

@ 表林の有する公益的機能が将来にわたって発揮されるよう、
県民の理解と憾力のもと、森林湖沼環境税を活用し、林業経営

体への表林経営の集約化や伐採とその後の表林の再生を図るた

めの再造林など、表林の保全・整備に取り組むとともに、茨城

1';r1lll産木材利用使造条例に基一;き県産木材利用について目標値
を定めて促進し、健全な表林の青成と林業・木材産業の振興を

図る。

〇 表林環境識与税は、全ての市町村等に識与されており、市町

村が中心とな,た表林整備が本格化することが期待されている

ところ。しかしながら、市町村によって、保有する森林の面積

や表林に期待する機能のほか、業務体制等に差異があることか

ら、各市町村の状況に応じた支援を行うことが重要である。一
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方で、 市町村に専門的な技術に習熟している職員が少なく、

ニーズに応じた施策を行うために専門職の養成が課題である。

そのため、 県内唯一の林業を学べる学科を有する大子清流高

校における学習内容の拡充、全国から生徒を受け入れる学生基

や卒業後も林業の専門課程を学ぺる場の創設等、 必要な支援を

検討する。

@ 漁憾組総と連携して担い手の育成確保、漁労設備の更新、漁

獲物の高鮮度化、 6次産業化など企業的経営体の育成を進める

とともに、資減管理型演業や裁培漁業、漁業の基地となる漁港

や漁業に利用されている一部の港湾の機能維持及び利便性の向

上を図り、 漁業と水産加工業が共に成長していく水産業の成長

産業化を図る。

@ 障善者の働く場所を確保し、農業のイメージアップにも資す
るため、福祉施設等と連携(農福連携)し、障害者の農業分野

への就労を促進する。

@ 台風被害等の多発と被害拡大を踏まえ、低コスト耐候性ハウ
スの導入や老朽化等により十分な耐候性がなく対策が必要な農

業用ハウスについて、ハウスの補強や防風ネットの設置等を促

進する。また、令和元年東日本台風のような甚大な災害が発生

した場合には、 被災した農地・土地改良施設の災善復旧事業に

ついて、 激甚災書指定による補助率の嵩上げを国へ働きかける。

@ 高い収益性や商品性が見込まれる魚種を対象に養殖技術の開
発を進めるとともに、企業や漁業者等のn業への参入を促し、
養殖産業の創出に取り組む。

(7) 外国人材の確保

※ ① 少子高餘化に伴う生産年節人口の減少等を踏まえ、優秀な外

国人材の確保・受入れに取り組むことは、労働力不足の解消の

ほか、特にイノペーシ・ン創出や海外ビジネス拡大の担い手の
確保として有効であることから、インド人材をはじめとした外

国人材の戦略的な確保や受入れ拡大に向けた取組を進めること。

② また、上記に伴い、外国人材が安心して基らすことができる
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生活・労働環境の整備に努めること。

3 , 「新しい」人材を青てる

(1) 次代を組う人:lオ青成

① 県民の教青に対する関心と理解を深めるため、知事部局と教

育庁など関係機関が一体となり、全庁的に「いばらき教育の日」

(いばらき教育月問)における取り組みを推進することにより、

学校・家庭・地域が聞した社会全体の教育力の向上を図る。

② 「茨城県家庭教青を支援するための条例」を踏まえ、学校、

家庭、地域など関係機関の連携を強化するとともに、家庭教青

支援に対する総合的な施策の推進を図る。

③ 生選にわたる人格形成の基礎を培う乳幼児期から子どもの発

達段階に応じた教青を充実させるとともに、学びの連続性を確

保するため、長期的視野に立,て就学前教青を推進する。保育

所、動稚園、認定こども園と家庭との連携を深め、生程の人格

形成に必要な規範意識やコミュニケーション能力を涵養するた

め、基本方altを提示する。
④ 豊かな心の青成や道種の教科化を踏まえて道德教育の充実を

図るとともに、教員養成課程における道抽教青の充実や、教員

の指導力向上に向けた体制づくりについて国に動きかける。ま

た、高校における道種教育について、教員に対する研修会等を

実施し、学校の措連体制等の売実が図れるよう支援するととも

に、  書少年の健全青成諾対策を推進する。

⑤ 全国学力・学習状況調査等の結果を分析して学習指導の改善

に生かし、全国優位の地・生徒の学力向上を日指す。

⑥ 国語に対する興味・関心を高めるとともに、日本語の素晴ら

しさを認識できるよう、国語教育のさらなる充実を図る。

⑦ 外国語教青のための英語の癌、理科系を強化するため理科・

構(算数)の教員の適正配置に努める。

⑧ ネットを活用したプログラミングや英語の教育を実施し、イ

ノ ペ ー シ・ンを起こす次世代人材(デジタルキッズ )を青成す
るなど、茨城ならではの人づくりを推進する。
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⑨ 小学校に引き続き、 中学校における学投編制基準を改善し、

全ての学年で「35人以下」学投が実現するよう、また、教職員

の定数改善が図られるよう国に働きかけるとともに、少人数教

育充実プラン(いばらき方式)を継続して実施する。

〇 教員の欠員補充や産休・育休に係る常動講師の確保に努める

とともに、いばらき輝く教師整を開識するなど、学生等に対し

て教職の魅力を伝え、教員志望者の增加を図る。

(D 数給食に地場産物を使用する割合をさらに高めるとともに、
全青の推造・売実を図る。

〇 在籍する児宣生往の增加に伴い、 特別支1展学校のニーズが高
まる中で、児童生従の通学:自L担の軽減や教室不足の解消といっ

た課題に対応するため、児宣生徒の立場に立ち、児宣生德数の

推移や地域バランスを踏まえた計画的な環境整備を随時検討す

る o

〇 武遭の学習を通じて、生徒がわが国面有の伝統と文化にさら

に触れることができるよう、指導教員の確保と資質の向上を図

る。本県は、合気道の世界的なメッカ(笠間市)になっている

ことから、武道教育に取り入れる。

〇 運動会など児宣が集団としての一体感を味わう場面や、地域

との交流事業等において、本県人発案のラジオ体操の効果的な

活用が図られるよう、学校に働きかけていく。

【新温】 ⑩ 部活動の地域展開については、子どもたちのことを第一に考

え、加速する少子化社会においても、継続して活動する機会が

確保できるよう、新たなスポーツ・文化芸術活動の環境を整備

していく。

〇 経済的理由により大学進学を断念することがないよう、県独

自の給付型奨学金の導入を検討する。

〇 教員の動務環境を整えるため、スクールカウンセラー等の外

部人材の活用や、部活動指導員の配置を含め新たな部活動の指

導体制の構集に取り組む。また、教員一人一人が持つ人間的魅

力を十分に発種しつつ、子どもたちの指導に当た,ていくため、
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教員の資質向上を図る。

〇 未来を支える人材青成の要として、校長の強いリーダーシッ

プのもと、多様な外部人材の活用や地域との連携などにより、

チーム学校として総合力で様々な課題に対応できる魅力ある学

校づくりを進める。

〇 教員が心身ともに元気で活力に満ち、質の高い教青を実践で

きるよう、教員の動き方改革を推進して負担軽減を図るととも

に、 それを踏まえたうえで児重生従の学力と体力の向上を図る

mを展開する。
※ o学校や市町ltlt教育委員会及び関係団体等との意見交換や協議

を行い、新たな視点による業務の見直しや動務環境の整備を

図る。

o研修会の実施や教員の魅力向上に要めることで、働きがいを

高めていく。

o教職員の働き方改車に関連して、 教員業務支援員の恒常的な

配置を検討する。

〇 表城県いじめの根絶を目指す条例の趣旨を踏まえ、子どもた

ちが健やかに育つ環境の整備を図る。

o「いばらき教育月間」において、いじめの根絶に向けた重点

的な啓発活動を実施する。

o条例に基づく対策に向けた推進体制の整備を図る。

o S N Sなどを通じて行われるいじめの防止等を図る取組を推

進する。

o教職員への研修や子どもたちへの啓発資料の配付等により、

条例の越旨や内容について周知を図る。

〇 不登校児重生往の様々な状況に対応するため、校内フリース

クールの設置や民間フリースクールへの支援、関係団体との連

携を図るなど、多機な学びの場を設け、教育の機会を確保する。

@ 教職員の不祥事が多発する中、効果的と考えられるあらゆる
取組を行い、資質向上に努めるとともに、教職員一人〇とりが

コンプライアンスを選守し、服務規律を確保することで不祥事
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の根絶を図る。

② 学習指導要領に位置付けられたプログラミング教育への対応

や、 I CT(情報通信技術)杜会に適切に対応できる情報活用

能力の青成を図るため、教員のI CT活用指導力を高めるとと

もに、 I CTに関する専門教員やI CT支援員の積極的な活用

など、スキル向上を図る手立てを早急に検討、実施する。

の 子供の安全な通行を確保するための道路交通環境の整備を推
進する。

o未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等の索

急安全点検の実施結果を踏まえた交通安全施設等の整備等の

対策を継続して実施する。

o市町村の通学路交通安全プログラム等による合同点検を定期

的に実施し、 点検結果を登下校時の安全確保措置に反映させ

ていく取組を継続する。また、地域特性に応じた課題を設定

する等、合同点検を実効性のあるものにする。

o通学路などの日常生活に書着した道路について、 安全性の確

保と利便性の向上を図る観点から、 通学路の歩道整備などを

重点的に進める。

o幅員の決小な道路についても、 通学路の安全の確保を図る。

o通学路を中心とした生活道路において最高速度30キロメート

ル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合・1,tに よ り
交通安全の向上を図ろうとする区域を「ソ'ーン30プラス」と

して設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備を図る。

また、既に整備された箇所については、指導取締りを推進し、

その実効性を確保する。

o関係機関・団体や県内の企業等と連携した交通マナー向上適動

や各季交通安全運動等を推造し、県民一人一人に広く交通安

全思想の普及・浸選を図る。

o犯罪の来然防止の観点から、 警察とも連携して学校などでの

地域安全マップづくりを進める。

o 登下校時の響察によるパ ト oールの強化を図る と と もに 、
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P T Aや民間団体などの協力を得て地域ぐるみの見守り活動

をさらに強化する。

(2) 着者への投資強化、女性活・推進、書少年対策
① 人口減少や超高餘社会を支える着者への財政支出(投資)や

生活支援と女性活国推進は、特に重要であり、県政の柱として

主要施策に位置付ける。特に若者の正規E用を促進するほか、

仕事と家庭の両立を図る働き方改革を推進する。

また、性別による役割分担意識を払試し、女性が個性と能力

を十分に発報して、さらに101き活国できる社会づくりを造める。

② 女性の起業により、女性が生き生きと活躍できるとともに、

本県産業の据野が広がり厚みが增すことから、起業に向けた種々

の課題にきめ細かに対応する。また、出産・青児等によりやむ

を得ず離職する女性が多いため、 「女性が動きやすい社会システ

ムの構集」に向けて環境整備を図る。

③ 若者、青年が集う施設(若者館、新タイプの図書館)を整備

して、出会いの機会に活用する。

④ 青少年が、携帯電話等のインターネット端末を使用して有害

情報にアクセスする こ と を防ぐため 、 イ ン ターネ ッ トや11t 1著電
話等の危険な側面やその対処法を保護者等に伝えるメディア教

育指導員の養成などの諸施策の充実を図る。

⑤ 保護者に対して、青少年が使用する携帯電話等にフイルタリ

ングサーピスを導入することを 1對野付ける。

⑥ 覚題刻、麻集、大麻、危険ドラッグなどの乱用防止を啓発し、

正しい知識を普及させる。特に、若者を中心に大麻乱用や市販

薬の通剩摂取である「オーパードーズ」も增加していることか

ら、業物の危険性・違法性を題識させるための集物乱用防止教

室の開催推進など教青の充実を図り、 葉物乱用防止対策の強化

を図る。

また、若者の薬物乱用は、助けを求めるサインであるl:とも

念頭に、相談体制の充実やS N Sなどを活用した積極的な情報

発信を図る。
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(3) 表城を支えリードする人材の青成

① 政府が最重要課題と位置付ける地方創生では今後、 地方の創

意工夫が求められることから、県が地域の特性を生かした地域

づくりの方向性を打ち出し、県内市町村の取り組みをリードす

るような先導的な役割を果たすとともに、県の内外を間わず、地

域づくりの核となる人材の積極的な活用を造める。

② 雇用の安定化を図るため、 職業訓練等の人材青成や職業紹介

施策を充実し、フリーターや若年無業者、中高年離職者等に対

して効果的な開対策を推進する。

oいばらき就職支授センターにおいて、キャリァカゥンセリン

グから職業紹介までの一買した支援を行うなど、求職者の正

規a用を日指した開対策をii極的に推造する。
o人材が不足している福祉・介護分野や農林水産業分野につい

ては、高校における人材養成、専門学校への支援を進める。

就職説明会やセミナーの開催、修学資金支援、職業訓技の実

施などによる就業促進を日指す。

③ 首都日から若者を呼び込むため、市町村や県内企業等とも連携

し、オール茨城で、移住・二地域居住や関係人口の拡大等の独自

の取り組みを強力に推進するなど、U・I・  J ターンを促進す

る。官民一体での支援体制をつくる。 【再掲】

④ 精等高等教青機関を設して、着者の県内定着に結び付ける。

⑤ 人工知能・AIなどの技術革新が急速に進み、予測困難な時代

と言われる中、国際社会の競争に取り残されないようにするた

めにも、児童生徒の基使学力の向上はもとより、質の高い教員

の人材確保等さまざまな取り組みを推進すること。

⑥ 近年の経済環境の大幅な変化に対応するためには、持続的に

イ ノ ペ ー シ・ンを生み出していく仕組みを地域全体で持つこと
が重要であり、 とりわけ新しい技術や分野に対応していく人材

の育成が大切であることから、産業技術イノベーションセンター

とっくばサイエンス高校をはじめとした専門高校との連捜促造

を図ること。
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⑦ 少子高餘化の進展や都市部への人口流出などによ り、 地方に

おける労働力不足が一J国深刻さを增す中、 人手不足を解消する

ため、IT人材の青成や成長分野に人が自然と移るような環境整

備を行う。

⑧ デジタル化による人口減少や少子高静化などの社会課題の解

決、新たなビジネスやサービスの創出のため、データサイェン

ティストの青成等、デジタル人材を青成するための戦略や方策

などを投討、実施する。

;!i ③ 中高一買教青校の成果や地域への影響について、周辺の市町

村や私学関係者なども加えて多角的な視点から検証し、 地域で

中心的役割を担う学校として教育内容の売実を図るとともに、

これまで善積してきた一宣教育の取組を市町村と共有すること

で、市町村立学校も含めた一貢教育の充実を図る。

〇 公募校長の評価にあたっては、それぞれの校長が設定してい

るKPIの達成度等に加え、生德および保護者等からの意見を聞

き取るなどし、成果と課題を検証して、魅力ある学校づくりの

ために活用する。

〇 県立高校において、通学にかかる費用は受益者負担となって

いる。他の自治体が行う通学量支後の状況調査を行うなど、地

域によって教青を受ける環境に格差が生じないよう様々な方策

の研究に努める。

4. 「新しい」〇・希量をつくる
(1) I CT先遭集づくリ

(i) Soaety5.0を見据えた新しい茨城づくりに向け、第4次産業

革命といわれるA I 、  I o T 、 ビ ッ グ デ ー タ 、 o ポ ッ ト な ど の

先端技術を活用し、 市町村との連携を強化して地域の課題を解

決することで、県民が安心・安全に基ら・1,1る環境づくりを推造
すると と もに 、  I CT等の次世代技術を活用しながら、本県産

業の振興と県民生活の向上を図る施策展開を積極的に検討する。

(2) ネットを活用したプログラミングや英語の教育を実施し、

イ ノベーシ ョ ン を起 こす次世代人材 ( デジ タルキ ッ ズ ) を育成
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するなど、茨城ならではの人づくりを推進する。 【再掲】

③ 高度情報社会の構集を図る。

o N H K県域デジタル放送の県内における周知促進、 視購世帯

の拡大とともに、充実した情報発信を図る。

o来県者や県民が容易にインターネットに接続できる環境を提

供するため、無料公衆無線LAN「]B ARAKI FREE WiFi」

スポットの整備を促進する。

④ イ ン ターネ ッ ト 動画サ イ ト 「 いばキ ラ T V 」 を 通 じ 、 茨理

の魅力を国内外に発信する。

⑤ 県域民放テレビ局の開局と、映像による情報発信のあり方に

ついて、 様々な選択度を勘案しながら、 最書策や支援策を幅広

く検討していく。

(2) 「aカ度ワースト1からNo . 1'、」 プoジェクトa
① ブランド総研が毎年発表する都道府県魅力度ランキング上位

を日指し、組光資演や県産品など本県の魅力を積極的に発信す

る o

② 先駆的な取り組みであるインターネッ ト動画サイ ト 「い l f キ

ラTV」を通じ、本県における様々な企画や、食をはじめとす

る文化・歴史等の情報を発信することにより、本県の理解度と

知名度、l魅力度の向上を図る。

③ 本県の魅力の向上を図るため、市町村やメディア、観光業者、

県民との連携を強化し、様々な魅力を発掘しながら、S N S な

ど多様な手段をもって情報発信、戦略的なP Rを展開していく。

また、県民に向けた広報の充実のため、広報紙「ひばり」など

様々な媒体を活用し効果的な県政情報の発信に取り組む。

(3) 世界に;It■するmへ
(i) 本県は、予算規模が世要の中の一国にも匹散する規模であり、

港湾や空港など世界との交易・交流機能をも有していることか

ら、その潜在力を十分に発現するため、世界目線を持つた超大

県を日指す政策を展開する。

o県産品の始出や中小企業の海外進出などの施策をより一目強
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力に展開する。

② 国やジ,トロなど関係機関と連携し、国際化セミナーの開催

や企業からの貿易等に関する相談への対応、 海外で開催される

展i示会・見本市への出改 後など、県内中小企業の海外展関を支

援する。

③ つくばなどの最先端の科学技術を世要に発信し、海外からの

ペンチャ一投資を呼び込む取り組みを推進する。 また、外資系

企業の試験研究機関等の県内番致を促進するため、外資系企業

関係者や研究者等が多く参加する国際会議等(M I C E ) を 議

致し、最先端の科学技術のMなど本県の優位性をアピールする。

④ グローバル化の進展により、農業分野における国際競争の激

化が選けられない状況の中、本県農業は、時代の湖流を的確に

提え、農業者の立場に立,た新しいピジ・ンに基づき、力強い
茨城農業を実現して、国内外の競争に打ち勝つていく体制を榮

かなければならない。そのため、農産物のブランド力を強化す

るとともに、農産物と併せて加工食品の販路拡大・輸出拡大に

向けた取り組みを積極的に行っていく。

o農産物の輪出促進のため、ジ,トロやいばらき中小企業グロー

バル推進機構との聞をより一層強化する。

o海外の規制やニーズに対応しながら、東南アジアや米国、香

港への輸出の]1111組強化や欧州等の新たな海外市場への販路開

拓等により農産物・加工食品の輪出拡大を図るとともに、国

際認証の取得等の必要な取組を通する。

⑤ ひたちなか地区に:13いては、国際物流体制の整備や国際展示

場の建設、企業mを推進し、国際港湾公園都市づくりを図る。
⑥ 航空貨物については、取り扱い実城を積み重ねつつ、関係者

の意向を聞きながら、取り扱いの拡大に向けた検討を進める。

⑦ 農林水産物や食品の輪出については、諸外国・地域から輪入

規制措置等が取られており、 早急に諸外国の始入規制解除が講

ぜられるよう、国に要望する。

③ 国内有数の農業県として、農林水産業関連のT P P対策等を
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着実に進める。

(4) ビジット流は新 a光a生
(i) 「いばらき観光おもてなし推進条例」の施行を踏まえた施策

として、観光客を受け入れる「おもてなしの心」の題成につい

て、取り組みを一J国促進する。「県民推もがal光大使」となり、
おもてなしゃ情報発信ができるようにする。

② きめ細やかな観光サービスの提供を支授する。特に、外国人

観光客の受入環境整備に取り組む。

③ 「観光日の整備による観光旅客の来訪及び常在の促進に関す

る法律」 による支援制度など、 広域的な観光誘客の取り組みに

資する制度を活用し、本県観光のさらなる振興を図る。

oものづくり現場やコンビナートの夜最、産業通産などを巡る

産業観光を推進する。

④ 本県の魅力ある観光地域や観光資源を国内外の方に実感して

もらうために、農泊・民泊・体験・常在型の観光の開拓やM

づくりにも力を入れ、魅力を実感できる取り組みを進めていく。

⑧ 茨城県の豊かな自然環境を活用し、證もが楽しめる「日本一

のサイクリング王国いばらき」の機集に向け、「つくば霞ヶ浦り

んりんoード」 「奥久慈里山ヒルクライムルート」 「大洗・ 〇た

ち海浜シーサイドルー ト 」 「鬼怒 ・小員 リパーサイドルー ト ( 仮

称)」のモデルルートの整備を造め、大会器致や換点づくりを積

極的に行,ていく。併せて、国や市町村と連携しながら、全県

的なルートの開発を検討し、いばらきの魅力再発見につなげる。

;!i ⑥ サイクルツーリズムの推進による国内外からの交流人口の拡

大や地域の活性化につなげるため、つくば電ヶ浦りんりんo -
ドについて一日の磨き上げを図るとともに、その成果をほかの

サイクルルートへと横展開するなど、ハード ・ ソフ ト両面にわ

たる一層の充実を図る。

⑦ 本県の重要な資瀬であるEク浦の再生に向けて、 県民が自然

と触れ合うことができる場一二Sくりとして、水と親しむ園地の整
備を検討する。
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③ 首都目の小申学生などを対象に、幅広いメニ,一をそろえた

体験型教青旅行を企画し、首都日を代表する体験交流空間一; く
りを促進する。

③ 県立学校等の修学旅行に13ける茨城空港の利活用の促進を図る。

10 m就航先とのビジネス交流を田するための支援策を講じ、
地域産業の拡大・活性化を図る。

Iii) 表城空港が今後もにぎわい拠点として存在し続けるよう、小
美玉市が百里基地のP R機能を含め検討を進めている、百里基

地・表城空港を活かした交流をIa出する「新まちづくり構想」
の実現に向け、小美玉市に対し支製を行う。

〇 表城空港における、県産品アンテナショップ機能の拡充や県

外客に対する県の特数を活かしたおもてなしを図る。

〇 表城空港の国際定期路線の更なる拡充と番客促進のために、

外国語対応の道路標識の設置を検討するとともに、国際的視野

を持つた県民の青成や幅広い世代・分野での交流能を図る。

※ 〇 表城空港の利用者の確保のため、案内表示板の技本的な設置

を行う等の利用者に対するより分かりやすい情報提供やその内

容の充実など、利用者サービスの向上に努める。

⑩ 大洗港区の沖防波提(粘り強い構造化)の整備や航路泊地の

理没換操を推進するとともに、現状で利用されているフ,リー

や客船のみならず、大型客船に対応できるクルーズポートとし

て整備し、限わい理点の発展を図る。

〇 つくばの研究施設や国際会識場などを活用した新たな観光資

演を開拓する。

〇 新たな観光スポットとなる観光資源の発掘・整備を進めると

ともに、 サイ ク リ ン グやキ ャ ンプ といったア ウ ト ド アや 、食を

含めた本県の魅力を広く発信し、観光客の諾客を促進する。 ま

た、宿泊観光を促進するため、本県のフラッグシップとなる新

たな宿泊施設の誘致や、既存宿泊施設の総力向上などに取り組

む。

lilO 砂沼サンピーチ跡地は、延伸の実現を日指している地下鉄3
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号線と常総線、 県西搬新道路を結ぶ地域に当た り、 iiかな自然

が調和する広大な数地が確保できることから、地域の将来像を

見据えつつ跡地利活用策の実現を図る。

〇 北関東 3 県聞に よ る観解に取 り組む 。

〇 日本遭産として認定されている、借楽園・弘道館、笠間焼、

牛久シャトーについては、地元3市や本県と共に登録を受けて

いる新木県や山梨県等と連携して、 文化財を活用した広域的な

観光戦略に力を入れるとともに、県内外に向けた効果的な情報

発信に努めるなど、観光関連産業の復興・振興に査する様々な

取り組みを展開する。

〇 陳西省との友好提携都市関係の構集を含め、中国との経済交

流や人的交流に取り組むことにより、パンダ器致実現に向けた

機運題成を図る。

(5) 集内版 アンテナショップの開ll

県民や来能に向けて本県産農林水産物等をP Rするとともに、

市町村の設置する集客施設等とも連携を図り、 農林水産物等を味

わうことができる拠点づくりを推進するほか、首都日主要駅等を

換点に、食材の宝庫である本県のPR・イメージアップを継続的

に展開する。

(6) 「映画のll地いばらき」 日本版ハリウッド構想

フイルムコミッシgン日本一の実機を活かし、ロケ地を観光資

源として活用するとともに、本県を日本の映画・映像づくりの最

大拠点として位置付け、国内、海外からのロケ番致をして、日本

版ハリウッドを日指す。

(7)スポーツ、音業文化Cを通したIt目'のii成
① 本県を活動拠点とする鹿島アントラーズや水戸ホーリーホッ

ク 、茨城ロポッツ、茨城アストロプラネッツや令和9年に守谷

市にファーム施設を移転する東京ヤクルトスワ oーズ等のプo

スポーツクラブと地域との交流を促進するとともに、更なる支

援を行う。

② 「 o ツ ク ・ イ ン ・ ジ ャパン ・ フ , ス テ ィ パル 」 や 「 ラ ッ キーフ ,
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ス」 など大型イベントの継続、 誘致に積極的に取り組むととも

に、PRや支援を行う。

③ 本県が誇るサイクリングやキャンプについて、学校行事など

を通じて子どもの1重から親しみを持ち、 幅広い年餘日の県民が、

生選を通して、本県の良さを体脇し、楽しむことができるよう

取り組む。

5 .  「新しい」●政を支える財政基継・!lJi二組性体前をaリ、「行
政章命」を進める

(1) Mかれた集政の実現とイメージなど新しい・づくりに向けた戦
ItのIa新
(i) 本県の特性や優位性を生かしつつ、原勢発展の基盤となるシ

ンプルでダイナ ミ ッ クかつ地域バランスの とれたグラン ドデザ

インを構集する。

(2) 国連の持能可能な開発日標SDGsを参考に、社会と共に成長

することを県政運営の戰略に位置づける。

③ 将来負担比率等の財政指標と併せて、県債残高について発行

の日的などに応じて整理、管理、分析するなど、分かりやすい

財政情報の開示に努める。

④ 県政の徴底した情報公開を進め、 ネッ トの活用などによる県

民参加型行政を推進する。

(2) 民間の着力をフルに取り入れた表城の底力創生

① 真の地方創生の実現には、「産・官・学・金・労・言・民」一

体となった創意工夫が必須であることから、大学、金融機関、

民間団体、NP0とのさらなる連携・協力体制の構集を図り、

多様な主体を取り込んだインパクトのある施策を展開する。

(2) 民間経営感覚を取り入れ、民間の力を活用し、「公」の領域で

あ,たものも「民」が担えるようにして、官民が協働して本県

の活力を向上させるような大胆な行財政改革に取り組む。 官民

連換の杜会責献型投資、いわゆるソーシャル・インパクト ・ポ

ンドも、民間の力を行政に取り込む手法として検討する。

③ クラウドファンディングを活用した文化の振興を促進する。
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寄附文化の Ia成
(3 )財政e全化、行期度電Cal推遭
(i) 財政健全化を図るために、施策の選択を行い、予算の重点配

分を大阻に行う。

② 施策の選択を行った上で、従来の零細補助金を洗い出し、見

直しを行うなど、財源の有効活用を行う (スクラップ&ビルド )。

③ 本県の財政基盤の充実のため、以下について地方税財政の抜

本的な改革を国に要請する。

o引き続き增加する社会保障関係費など、 地方の行財政需要を

的確に把握し、地方において安定的な行政サービスを提供で

きるよう、地方交付税総額を確保・充実する。

o国から地方への更なる税減移譲については、地域信在性の少

ない安定的な:tf0li税体系の構築を図りっつ、 違やかに実現す

る o

④ 県総合計画に基一二Sく行財政改革を最優先に推進し、進行管理

に努めながらより一層の財政健全化を図る。

⑤ Ia出総額に占める義務的経費の割合が、近年增加傾向にある
ことから、持携可能な財政運営を確保するため、財政構造改革

を進める。特に、将来の世代に過大な負担をさせないよう、将

来負担比率の改書を図るとともに、県債残高の指減などに努め

る。

⑥ 保有土地に係る実實的な将来負担目.i入額(令和6年度末見込:

19億円程度)については、県民への:自L担を最小限としつつ、持

続可能な財政運営を確保するため、 対策額の平準化を図りなが

ら計画的に解消する。

⑦ 県出資法人等について、更なる削減に取り組むなど、抜本的

改革を推進するとともに、県の政策を実現する手段としての活

用も検討する。

o県出資法人等については、 県行政における役割や事業効果等

を踏まえ、 更なる指導対象法人数の削滅に取り組む。

o人的関与については、 県出管法人等の白立的な運営を促すた
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め、 引き続き県派造領数の削減を図る。

o財政的関与については、公共工業団地造成費等を除く補助金・

委 統 等  (令和6年度合計見込額111憶円) を、 引き能き150憶

円以下に抑制する。

⑧ 県出資法人等のうち、県民への影●lの特に大きい開発公社と

土地開発公杜については、事業運営の責任体制を明確にし、県

民負担の抑制を念頭に引き続き改革を推進する。

o開発公社については、土地開発事業を基本として存続し、県

の新たな財政負担が生じないよう、 集張感を持つて事業運営

に取り組む。このため、必要最小限の組織を日指し、福祉施

設部門、ピル管理部門については、収益性に十分配慮し、民

間への識渡も視野に入れて着実な事業運営に取り組む。

o土地開発公社については、 地価下落により公有地の拡大の推

進に関する法律に基づく用地の先行取得事業の必要性は限ら

れてきており、当面は事業締小に努めるとともに、保有土地

の販売体制を強化して早期処分を進める。

⑨ いわゆる「103万円の壁」の引き上げによる基磁控除等見直し

の結果、地方財政に支障のないよう、十分な配慮を国へ働きか

ける。

(4) 解改章 、 ll正な職i配量、Mの〇き方改章

(i) 新たな県民ニーズ等に的確に対応し、県民サービスを向上さ

せるため、職員の意識改革・組織の活性化、高度の専門性を有

する職員の青成、 成果を重視した行政通営など県庁改革を推進

する。

【新温】 o職員が効果的な手法を常に意識し優先順位をっけて実行する

ため、 データ分析・EBPM等の研修に取り組み、新規政策立

案のほか、事業進捗管理の分析等に対応できる人材を青成す

る o

② 大規模災害への対応はマンパワーが重要であり、1:れ以上の
職員数削滅は回選すべきである。県民サービスが低下すること

のないよう、かつ、職員の業務の過重負担にならないよう、行
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政需要に見合,た適正な職員定数と配置に見直す。

o着手職員の退職を防ぐため、 働きやすい職場環境の整備など

離職防止に向けた;取組を着実に推造する。

oうつ病など「心の病」で病気休暖を取る職員が少なくないこ

とから、これまでの職員個人を対象としたメンタルヘルス対

策とともに、過重労働や願れた超過動務の是正、自殺防止な

どに取り組み、職員がやる気を持,て働きやすい職場づくり

を進める。

o職員の職務送行に支障がないよう、カスタマーハラスメント

に対する職員のサポート体制や防止対策を違やかに講じると

ともに、市町村の現状把温や防解の共有に努める。

【新温】 o女性の活国推進に向けては、県が率先して、女性職員が働き

やすい職場環境づくりの推進や男性職員の青児参加の促進に

取り組むとともに、県庁内の事例や成果を県内企業にも広く

展開する。

※ ③ 県庁合(行政練)や各出先機関庁合で分煙対策を識じること

により、散地内禁通を再考する。他の公共施設においては分煙

のための施設整備が造められている事例もあることから、県庁

合においても、たばこ価格の約53%を占めるたばこ税を活用

して県庁数地内で分短に対応した喫煙所を設置するなど、受動

理を防止する Ia我lliく り にa極的に取り組むこと。



11. 関東・東北●雨など常it化 ・a発化する災書からのa異を
成し選げるとと もに、東日本大1ttiiからのa集をiiかなもの
にし、大a a災書にaいいばらきを日指す
1 .  関東・東北●雨など通Ia化・報発化する災書からのa真と今
後の災書構強化を国る

(1) m者支通
(i) m者の生活再建支援
o「被災者生活再建支後制度」 の支後上限額の大幅な引上げ及び

適用範囲の拡大について国に要望すること。

(2) mした中小企業に対する支援
被災した申小企業の早期の事業再開や円滑な事業総続を図る

ため、以下の取組を行う。

o被災した商]:業者に対する支援制度の拡充等を国に働きかけ
る o

o相談体制の充実とともに、事業再生に向けた支構を活用し、

二重解問題への対応を図る。

③ m者への生活支製
o D P A Tの組繊化など被災者への心のケア対策を図る。

o 災書ボランティアセンター (地域支えあいセンター )への支

授を行う。

(2) 国・集・市町村の11111等
(i) 河川管理者からの選離指示系統の確立

大兩時において、河川管理者は、市町村長が発令する選難情

報の判断材料となる河川水位等について、より迅違かつ適切で

分かりやすい情報の提供に努める。

② 広域対応の必要性があるため、県と市町村との選難に係る広

域連携組総の常設化を検討する。また、市町村と県との災害対

策本部間の連携を強化する。さらに、広域市町村での対策本部

の設置を検討する。

③ 県や市町村における危機管理部門へ気象予報士や自行隊0 B

等の配置を進める。
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2.東日本大1 1911からのa集と今後の量災対策の強化を国る
(1) 田 M のa集
① 公共土木施設の復興事業について

K) 道開興事業のため十分な財減を確保する。

(ロ) 素急輸送道路ネットワークの強化を図るため、高速道路の

未開通区間の解消、防災上重要な施設等へのアクセス強化、

災書時におけるf l港ルートの確f家などについて重点的に取り組む。

② 社会教育施設のill9化の促進について

公立社会教育施設に係る経費は、 国が全面的に財政支援する

よう国に働きかける。

③ 文化財の補修等への支授について

国指定文イ開、国登録文化財などの補修等について、十分な

財能能置を識じる。また、県及び市町開放化財の修理・

修復についても、 自治体及び文化財所有者等の追大な負担とな

らないよう、国庫補助制度の創設を国に働きかける。

(2) a a m
① 企業立地の促進について

震災後の地域の産業振興を図るため、本県のaれた立地環境
や独自の優通制度などを積極的に情報発信すること等により、

企業立地を促進する。

(3) ll日・a異のための財設通等
※ (i) 「第3期復興・創生期間lにおいて必要な事業等については、

柔的(かつ機動的に予算措置を識じる。 その際には、 今後の財政

通営に支障が生じないよう、 県負担を極力抑制し、国に対して以

下の項日を強く要請する。

o国庫補助事業について、対象の拡大や要件の緩和、補助率

の構上げなど、手厚く彈力的な制度とする。

o「第3期限・創生期間」において必要な事業等に係る地方

負担分については、被災自治体の通度な負担にならないよ

う、 引き続き震災復興特別交付税等による地方財政措置を

識じる。
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② 農林水産業など各分野の風評被害の解消について、 原発事

故による影eの払試に積極的に取り組むとともに、 自治体の
取り組みに対する十分な財政支援を行う。

(4) 福0第一原手力発●所事故構
① 原発事故の早期収東等について

K) 原発事故の早期収東及び新たな放射性物質の放出防止策の

実施について、国及び東京言力に対し強く求める。

(ロ) ALPS処理水の海津放出に係る風評対策について、消費

者の不安を払技するため客観性のある情報発信を強化するよ

う国に求める。 また、漁業関係者が安心して漁業を総続でき

るよう寄り添った通を国に求める。

(2) 全ての損書への早急な賠値について“) 原発事故に起因する全ての損害が迅違かつ適切に賠償され
るよう、国や東京電力に対し働きかけを行う。また、風評被

書に害しむ全ての事業者に対して、 賠値金を非課税扱いとす

るよう、国に対し動きかけを行う。

(ロ) 放射性物質を含む下水汚提,や焼却灰の保管及び処分等に係

る経量について、 全額東京電力の損書賠値の対象とされるよ

う働きかけるとともに、早期の賠償金の受入れを進める。

③ 必性物質による汚染等への適切な対応について

;!i K) 市町村等による除染に係る措置に対し、国が責任を持つて

適切な支授等を行うとともに、市町村等が実施した除染経費

の全てを国が負担するように、国に対し強く求める。

また、令和7年3月に策定された除染により発生した除去

土據を理立するための処分基準に基づく処分の安全性につい

て、住民が理解できるよう広く周知を図るとともに、未だ示

されていない維持管理終了の時期等の検討を早急に進めるよ

う、国に対し強く求める。

(ロ) 放射性物質に対する国民の不安を払試するため、開性物

質の人体への影響等に関する正確な情報を発信するなど必要

な措置を幾じるよう、国に対し強く求める。

一 出 一



Pi 指定廃菜物の処理については、 関係白治体や地域住民の意
見をよく聞き、合意形成を前提とするよう、国に対し強く求め

る。また、風評被書対策に万全を期すよう、国に対し強く求める。

01 放射性物質に汚染された焼却灰等の処理について、国によ
る処分先の確保、処分の実施及び保管費用等の全額を国の負

担措置になるよう国に要請するほか、環境省と連捜して適切

な保管等が実施されるよう助言を行うなど、施設管理者の負

担軽減を図る。

田 農林水産物の放射能に対する安全・安心の確保のため、放

射性物質の検査体制を継続する。̃ 食品の放射性物質に関するモニタリング検査を継続的に実
施し、その検査結果を県民に分かりやすく公表する。また、

食品の放射性物質検査機器について、 国民生活センターが実

施する貸与制度の利用や消費者行政強化交付金を活用した助

成等により、市町村への機器配置を引き続き支援する。

④ 風評被害防止等への積極的な対応について

“) 県産品の安全性を徴底して情報発信するほか、季節や旬の
移り変わりに合わせ、風評校書の拡大防止・払技に向けて、

県産品の販売キャンペーンを行うなど能的な対策を識じる。

また、農業産出額全国第3位を請る本県の豊富な農林水産物

を県内外に広くPRするイベントを開德するなど、本県の魅

力を構的にアピールする。

(ロ) 著名人や地元の若者を活用し、 メディアでの情報発信を大々

的に行い、思い切ったPRを行うことにより、風評被書を超

えた新たな付加価値を創造しブランドづくりを展開する。

t1 茨城県の「茨城をたべようD a y (毎月第3日晒日)」及び
「茨城をたべようWe e k (それから始まる一通間)」を活用

し、学校給食や社員食堂、外食産業、量販店などの協力を得

て意解に努めるなど、県産食材の消費拡大を図る。

目 本県の農林水産物などの安全性を言都圈にP Rし、風評払

技に努めると ともに、茨城全体のイメージアップを目的とし
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て設置されたァンテナシ・ ツプを有効に活用し、 本県の魅力
のアピールとインターネットによる県産品の限売に取り組む。

(5) 防愛・治空対策

① 限に強い施設づくりについて

数や病院等の耐震化を促進するなど、 大規模災害発生時に

備えた施設づくりを早急に進める。

② 津波防災対策について

L1津波(数十年から百数十年に1度の津波)から住民の生

命・財産を守るとともに、これを超える津波に対しても、現防

の機能を粘り強く発nし、被害を軽減させるため、海岸と河川
河口部の一体的な整備を推進する。

③ 災書時の情報JI又集・伝達システムの整備強化について
oスマートフ iン等のモバイル端末は、重要な情報伝達手段と

なることから、災善時でも安定した通信・通話ができるよう

な通信相の整備を図る。

o防災情報ネットワークシステムについては、東日本大震災等

を踏まえ、関連システム等との連携機能強化等を図る。

o災書情報を通速・正確に県民に対して提供するため、スマー

トフtン等の携帯端末を活用した情報提供を検討する。

④ 災善時の安全・安心の確保等について

a) 災書時において安全で円滑な交通を確保するため、信号機
言源付加装置の整備等を図る。

tロ1 災害対策用資機材等の整備を図る。

t1 被書が想定される全ての県民に災書情報を迅速に伝えるた
め、市町村防災行政無線の整備を促進する。また、個別選基

計画の策定などにより、 障書者や高歸者への情報伝達手段の

充実を図る。

目 災害時における医療施設等のライフラインを確保するため、

井戸掘削に係る国庫補助制度の創設等の措置を講じる。 また、

地域コミュニティごとに并戸を堀り、飲料水を確保する。

m 節重対策については、県民生活や経済活動に影響を及ぼす

- 5 7-



こ とのないよ う 、  l費極的な啓発活動を行うとともに、 省エネ

ルギー機器の導入に対する支援の拡充を図る。

tH 首都直下地震の発生が想定される中で、東京日に多くの県
民が通動通学している本県としては、県民の安全確保は県の

責務として、帰宅困難者対策を東京都などとの連携協力体制

の下に検討する。

(ト) 「茨域県災害ボランティア活動を支授し,促進するための条

例」に基づき、災害ボランティア活動による被災者の支援が

迅速かつ適切に行われるよう、市町村、関係団体等と連搜し

て、総合的に施策を展開する。

o市町村や社会福祉協識会等と連携して、災善ボランティア

センターの円滑な設置・ 運営や、災書ボランティアの参

加拡大、情報発信に取り組むとともに、「茨城県災害ボラン

ティア活動支援基金」を活用し、災害ボランティアの活動

環境の整備を推進する。

o令和6年能登半島地震の災害ボランティア活動における課

題を踏まえ、被災者から災害ボランティアセンターに寄せ

られる要望を迅速かつ的確に整理集的し、ポランティアス

タツフの派遺につなげていく こ と 、災害ボランテ ィアセン

ターに常Bするスタッフの能力向上、被災した店舗併用住

宅や長;明不在となった被災住宅などに対する対応について、

今後の課題として改善に取り組む。

【新通】 o激甚化・頻発化する災善発生時においては、被災者への支

提が最優先であることに加え、被災地の早急な復旧・復興

のためには、災害ボランティアへの支後も重要であること

から、災善ボランティア活動が円滑に進められるよう、宿泊

lll点となるテント村設置など、受入体制の機集に努めること。

(6) 原手力安全・防災対索

① 原子力安全対策の強化について

「 )  福島第一原子力発電所事故については、引き続き徴底した

事故原因の究明を行い、新たに得られた知見については、そ
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の都度、 適切に空全対装に反映させるよう、 国に対し強く求める。

(ロ) 全国の原子力発電所を対象に新規制基準への適合性を早急

に審査し、その結果について、国民に分かりやすく説明する

よう国に対し強く求める。

t1 原子力施設において事故・故障等が発生した場合は、迅速
に県民に対し情報提供解を行う。

目 東日本大震災における東京重力福島第一原発事故を踏まえ

策定された新規制基準に基づく安全対策に着実に取り組む。

m 県内原子力施設で発生している事故・故障等を踏まえ、県
内の原子力関係施設の安全管理体制について撤底した見直し

と、監視体制の強化を図る。

tH 東海第二発電所の再糠働に当たっては、県識会の意見を反
映し、判断を行う。

(ト) 原子力施設の安全対策に取り組むとともに、電力について

は風力、太陽光など、再生可能エネルギーの積極的な導入を

図る。また、併せて地域に存在する再生可能エネルギ'一の地

産地消の観点から、地域に根ざした取り組みを支援していく。

tチ) 原子力機機の東海再処理施設の廃止措置が安全かつ計画的
に実施されるよう、安全性の確組とともに、県民の理解促進、

不安払技に努める。

(2) 原子力防災構の強化について“) PA Z (予防的防護措置を準備する区域)及びUPZ (緊
急防護措置を準備する区域) の30 k m国内には約92万人の人

口を抱えており、これら地域住民の迅速・的確な選難霧導な

どが大きな間題となるため、広域選難計画で課題とされた事

項を解決するとともに、日本原子力発電に対して要請し、提

出された放射性物質の拡散シミュレーシgンにより、選難対

策に関する主な論点について検証する。また、選難計画にお

いては、県民に過重な:自担を求めることのないよう、選難が
長期化した場合の選難先は原内で収れんすることを基本とし、

改めて検討を深め、 県内での仮設住宅の建設に要する用地の
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選定などを同時並行的に推進する。 さらに、  自治体・警察・

消防・自衛隊等の連携を強化し即応体制の確立を図り、原子

開 解 t 元 し 能 開 のmの向上を図る。
業 (ロ) 県が リ ー ダー シ ッ プ を 発海 し、実効性のある原子力災害選

難計画の速やかな策定を市町村に働きかけるとともに、国を

はじめ関係各所と協力し、他県との調整を進め、策定を支援

する。また、ターミナル方式での選難を検討する市町村に対

しては、同方式を円滑に導入できるよう支選する。

t1 原子力災書発生時における迅速・的確な防災活動に万全を
期すため、防護服・防護マスク ・線量計等の原子力災害対策

用装備資機材の充実を図る。

③ 原子力に関する教育・広報活動の強化について

K) 原子力に関する情報を集約し、一元的かつ分かりやすく発

信するとともに、学校教育や社会教育において、原子力及び

放射線についての正しい知識を習得する機会を充実する。

(ロ) 東海第二発重所に係る安全性の検証、実効性ある選難計画

の策定状況等を県民に丁章に情報発信する。 また、情報発信

にあたっては、再様働に不安を抱く住民、県民が知りたい情

報を発信できる体制の構築を検討する。

④ 原子力災善医療体制の充実について

a) 選難所等に設置する救護所における医療救護班(スクリー
ニング、除染等)、原子力災害医療協力機関、原子力事業所の

医療施設等の協力により初期医療体制を強化する。

(ロ) 原子力災書In点病院・高度被ばく医表支援セン ターと当該
医旗の受入れ可能な医輪i機関に よ る ネ ッ ト ワ ー ク 化 を? し、
医療体制の充実に努める。

⑤ 財政支援の売実等について

原発事故による影響を払技するためには、息の長い風評被害

対策や地域振興対策等の幅広い事業が必要であることから、地

方の実情を踏まえた取り組みに対する表軟かつ十分な財政支提

を行うよ う 、国に働きかける。
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